
 

第 54 回保団連夏季セミナー 
 

 □日程 2025年８月２日(土)～８月３日(日) 

 □会場 東京・都市センターホテル（及び WEB併用） 

  （地図、会場案内図は〔Ｐ２以降〕ご参照） 

 □資料 現地参加者の方は、本資料（事前配布）、当日資料（現地配布）。 
   第 54 回夏季セミナー特設サイトにて、本資料・当日資料を掲載。 

   URL:https://hodanren.doc-net.or.jp/kakiseminar2025/（QRからも可） 

 

１日目（８月２日）全体会 
17:30～ ……… 受付  

    

18:30 ……… 開会  

  司会：天谷
あまがい

 静
し ず

雄
お

 保団連副会長  

18:30～18:40  挨拶：竹田
た け だ

 智
と も

雄
お

 保団連会長  

    

18:40～19:10 ……… 基調提案：小澤
お ざ わ

 力
つとむ

 保団連副会長 …………………………Ｐ７ 

  防衛費倍増ではなく社会保障の充実を！守ろう国民皆保険制度 

19:15～20:50 ……… 記念講演：猿田
さ る た

 佐
さ

世
よ

 氏 

シンクタンク「新外交イニシアティブ（ND）」代表、弁護士……………Ｐ８ 

  激動の国際情勢で平和外交を展望する 

 

２日目（８月３日）講座、シンポジウム 
9:00～ ……… 受付  

    

9:30～12:00 ……… 講座（すべて並行して行います） 

 

 講座１ 世代間対立の先にある危機…………………………………………………………Ｐ９ 

講師：大内
おおうち

 裕和
ひろかず

 氏（武蔵大学教育課程 教授） 

担当役員：武村副会長、杉山理事、二村理事、中村理事 

 講座２ 沖縄で今何が起きているか…………………………………………………………Ｐ10 

講師：前泊
まえどまり

 博
ひ ろ

盛
も り

 氏（沖縄国際大学経済学部 教授） 

担当役員：天谷副会長、矢野理事、早川理事 

 講座３ 女性差別撤廃条約とジェンダー平等………………………………………………Ｐ11 

講師：浅倉
あさくら

 むつ 子
こ

 氏（早稲田大学法学学術院 名誉教授） 

担当役員：小澤副会長、玉川理事、細部理事、千葉理事 

 講座４ 追いつめられる歯科医師たちと歯科医療から遠ざけられる患者たち…………Ｐ47 

   講師：宇佐美
う さ み

 宏
ひろし

 氏（保団連副会長） 

担当役員：宇佐美副会長、田辺副会長、池理事、深井理事 

 

12：00～13：00 （昼食休憩） ※昼食会場（お弁当）は各講座会場。 

 

【事前配布資料】 本資料を夏季セミナー当日にご持参ください。 

https://hodanren.doc-net.or.jp/kakiseminar2025/


13:00～15:30 

(開場 12：45～) 

……… シンポジウム ……………………………………………………Ｐ48 

患者の声から考える　医療アクセスの課題と改善策 
  ＜基調講演・パネリスト＞ 

橋本
はしもと

 政
まさ

宏
ひろ

 氏（保団連副会長） 

水戸部
み と べ

 ゆうこ 氏（がんサロン～CancerおしゃべりCafé 代表） 

蓮池
はすいけ

 安彦
やすひこ

 氏（社会医療法人社団 健生会 法人事務局 部長） 

諸富
もろとみ

 徹
とおる

 氏（京都大学大学院経済学研究科 教授） 

  ＜司会＞ 井上
いのうえ

 美
み

佐
さ

 保団連副会長 

  担当役員：橋本副会長、井上副会長、森元副会長、池庭理事 



☆ ☆ ☆ ☆  参加者の皆さまへ  ☆ ☆ ☆ ☆ 

１．会場案内  
８月２日(土)（１日目） 

【全体会 会場】  コスモスホール（3Ｆ）

８月３日(日)（２日目） 

【講座会場】 ※当日変更になる場合があります。 

講座１ 世代間対立の先にある危機   （コスモスホール・3F） 

講座２ 沖縄で今何が起きているか （601・6F） 

講座３ 女性差別撤廃条約とジェンダー平等 （701・7F） 

講座４ 追いつめられる歯科医師たちと歯科医療から遠ざけられる患者たち 

 （オリオン・5F） 

【シンポジウム会場】  コスモスホール（3Ｆ） ※開場は 12：45～

２．当日の連絡先  
セミナー開催時の連絡先 080-5937-2729 080-5937-2730

３．その他ご連絡  
（１）１日目（８月２日）の受付は、17：00からコスモスホール（3Ｆ）前で

行います。 
（２）２日目（８月３日）の受付は、９：00からコスモスホール（3Ｆ）前で

行います。２日目のみ参加の方、１日目に遅く到着された方は、必ず２日

目の受付をお願い致します。なお、１日目に受付がお済みの方は、２日目

の受付は必要ありません。 

（３）２日目（８月３日）の企画出席の際、チェックアウトをお願いいたしま

す。 

（４）２日目の昼食会場（お弁当）は、講座１（コスモスホール・3F）、２（601・

6F）、３（701・7F）、４（オリオン・5F）はそのまま講座の会場となりま

す。 

（５）７月 29 日(火)から８月３日(日)までの期間に、第 36 回全国保険医写

真展を JCIIクラブ２５で開催いたします。

（６）会場内では、アルコール消毒、飲食時の黙食など感染防止対策にご協力

ください。講演中の会場内での飲食などはお控えください。 
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第５４回保団連夏季セミナー 会場案内図 

 
 

 

 

都市センターホテル 

〒102-0093 東京都千代田区平河町２−４−１ 
TEL 03（3265）8211  FAX 03（3262）1705 

 

交通機関と所要時間 

◆ 地 下 鉄 麹町駅（有楽町線）半蔵門方面出口より徒歩約４分 
◆ 地 下 鉄 永田町駅（有楽町線・半蔵門線）４番・５番出口より徒歩約４分 
◆ 地 下 鉄 永田町駅（南北線）９ｂ番出口より徒歩約３分 
◆ 地 下 鉄 赤坂見附駅（丸の内線・銀座線）Ｄ出口より徒歩約８分 
◆ J  R 四ツ谷駅麹町口より徒歩約 14 分 
◆ 都 バ ス 平河町二丁目・都市センター前（新橋駅～市ヶ谷駅～小滝橋車庫前） 
◆ 首都高速 霞ヶ関出口より約５分 
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2025夏季セミナー基調提案骨子 

 

防衛費倍増ではなく社会保障の充実を！守ろう国民皆保険制度 

 
小澤副会長 

 

１， 参議院選挙で示されたもの、自・公・維による大幅な医療費削減に対する後半期の

運動の重点 

 

(1)参議院選挙で示されたもの 

 

(2)３党合意と骨太方針 2025 

 

(3)後半期の運動の重点～地域医療を支える会員を守り、患者・国民の医療を守る取

組み 

・医療機関経営の危機打開のための緊急財政措置、診療報酬大幅引き上げ 

・保険証の復活を求める運動 

・OTC類似薬の保険外しを許すな 

 

２， 「保険あって医療なし」～国民皆保険の危機に対し、地域から声を広げよう 

(1)防衛費倍増、医療費大幅削減の下で「保険あって医療なし」、国民皆保険の危機 

 

(2)地域医療を担う医師・歯科医師として医療を守れの声を広げよう 
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第 54回保団連夏季セミナー・記念講演 

激動の国際情勢で平和外交を展望する 
 
 

講 師 猿田 佐世（新外交イニシアティブ（ND）代表・弁護士） 
○プロフィール 

ND 代表、ND 上級研究員・弁護士（日本・ニューヨ

ーク州）・立教大学講師・沖縄国際大学特別研究員。 

 

早稲田大学法学部卒業後、タンザニア難民キャンプ

でのＮＧＯ活動などを経て、2002年日本にて弁護士

登録、国際人権問題等の弁護士業務を行う。2008年

コロンビア大学ロースクールにて法学修士号取得。

2009 年米国ニューヨーク州弁護士登録。2012 年ア

メリカン大学国際関係学部にて国際政治・国際紛争

解決学修士号取得。 

ワシントン在住時から現在まで、各外交・政治問題

について米議会等で自ら政策提言を行う他、日本の

国会議員や地方公共団体等の訪米行動を実施。米議

員・米政府面談設定の他、米シンクタンクでのシン

ポジウム、米国連邦議会における院内集会等を開催。 

 

研究課題は日本外交。基地、原発、日米安保体制、TPP 等、日米間の各外交テーマに加え、日

米外交の「システム」や「意思決定過程」に特に焦点を当てる。 

※新外交イニシアティブ（ND）HPより 

 

＜著書＞ 

『戦争を回避する「新しい外交」を切り拓く』 

（猿田佐世・巖谷陽次郎：編著、かもがわ出版、2025 年） 

『世界のなかの日米地位協定』 

（猿田佐世・前泊博盛・猿田佐世：監修・執筆、田畑書店、2023年） 

『自発的対米従属 知られざる「ワシントン拡声器」』 

（猿田佐世、角川新書、2017年）  
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第 5４回保団連夏季セミナー講座１ 

世代間対立の先にある危機 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 師 大内 裕和（おおうち・ひろかず）氏 

 (武蔵大学教授） 

 

○プロフィール 

1967年神奈川県生まれ。東京大学大学院教育学研究科博士課程をへて、現在は武蔵大学教授。専

門は教育社会学。「奨学金問題対策全国会議」共同代表。主な著書に『ブラックバイトに騙される

な！』（集英社クリエイティブ）、『なぜ日本の教育は迷走するのか』（青土社）などがある。 

9



第 5４回保団連夏季セミナー講座 2 

沖縄で今何が起きているか 
 
 

講 師 前泊 博盛（まえどまり・ひろもり）氏 

沖縄国際大学・大学院教授（大学院地域産業

政策学科、経済学部地域環境政策学科） 

専門：沖縄経済論、軍事経済論、日米安保論、

日米地位協定論、島嶼経済論 

●略歴● 

1960年生まれ。明治大学大学院博士前期課

程修了（経済学修士）。84 年、琉球新報社入

社。編集委員、沖縄国際大学非常勤講師、九

州大学大学院助教授（国際政治学）、琉球新報

論説委員長などを経て 2011 年４月から沖縄

国際大学・大学院教授（現職）。 

国土交通省社会資本整備審議会地方小委員会

専門委員、内閣府沖縄総合事務局開発建設部

事業評価委員、同財務モニター、沖縄県経営

者協会「観光振興委員会」委員長、沖縄経済

学会副会長などを歴任。現在、沖縄国際大学

後援会副会長、おきなわ女性財団理事、沖縄県新県史編集委員会委員などを兼務。 

著書に『子供たちの赤信号～学校保健室はいま』（沖縄出版）『もっと知りたい！本

当の沖縄』（岩波書店）『検証「沖縄問題」』（共著、東洋経済新報社）『沖縄と米軍基

地』（角川新書）『本当は憲法よりも大切な「日米地位協定入門」』（創元社）『終わら

ない＜占領＞』（共著、法律文化社）『沖縄経済入門』（共著、沖縄国際大学）『資料集 

沖縄問題』（編著、旬報社）『沖縄県史各論編７現代』（編著、沖縄県）『観光コースで

ない沖縄』（共著、高文研）『まんがでわかる日米地位協定』（監修、小学館）『世界の

中の日米地位協定』（共著監修、田畑書店）ほか多数。 

連載「子供たちの赤信号～学校保健室はいま」でアップジヨン医学記事賞特別賞

(1985 年),「国家機密法と沖縄」で JCJ 賞（86 年）、外務省機密文書のスクープと日

米地位協定改定キャンペーン記事「検証 地位協定～不平等の源流」で第４回石橋湛

山記念早稲田ジャーナリズム大賞、日本ジャーナリスト会議（JCJ）大賞、新聞労連

ジャーナリズム大賞特別賞の３賞を受賞(2004年)。 
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⼥
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
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⼥
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⽇
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︓
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使
す
る
こ
と
を

4.
害
し
⼜
は
無
効
に
す
る
効
果
ま
た
は
⽬
的
を
有
す
る
も
の
。


⼀
般
勧
告
も
含
め
て
条
約
を
解
釈
す
れ
ば

1.
暴
⼒
も
差
別
で
あ
る

2.
性
役
割
の
強
制
、
慣
習
上
・
事
実
上
の
差
別
も
含
む

3.
間
接
差
別
も
含
む

4.
性
⾃
認
、
性
的
指
向
に
よ
る
差
別
も
含
む


た
だ
し
「
暫
定
的
特
別
措
置
」
は
差
別
で
は
な
い

5
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条
約
の
批
准
と
国
家
報
告
制
度


⽇
本
は

19
85
年
に
条
約
を
批
准


批
准
の
た
め
の
国
内
法
整
備
ー
男
⼥
雇
⽤
機
会
均
等
法
の
制
定
、
国
籍

法
改
正
、
家
庭
科
男
⼥
共
修
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂


19

85
年

6⽉
24
⽇
に
国
会
で
批
准
承
認
。

19
85
年

7⽉
25
⽇
に
条
約
は
⽇

本
に
対
し
て
効
⼒
を
発
⽣
。
⽇
本
は

72
番
⽬
の
締
約
国
。


現
在
、
条
約
の
締
約
国
は

18
9か
国
。


定
期
報
告
の
仕
組
み


締
約
国
の
定
期
報
告
義
務
＝
初
回
は

1年
以
内
。
以
後
は

4年
ご
と
（
条

約
18
条
）
。
し
か
し

20
22
年
の
会
期
で

8年
の
サ
イ
ク
ル
が
決
定
さ
れ
た


⽇
本
は
こ
れ
ま
で
に
第
１
次
か
ら
第
９
次
報
告
ま
で
を
提
出
。


20

24
年

10
⽉

17
⽇
に
、

6回
⽬
の
⽇
本
審
査
が
あ
っ
た
。

6
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２
選
択
議
定
書
と
地
⽅
議
会
の
意
⾒
書
採
択

7

18



「
選
択
議
定
書
」
の
個
⼈
通
報
制
度


選
択
議
定
書
と
は

⼥
性
差
別
撤
廃
条
約
の
実
効
性
を
強
化
す
る
⽂
書
＝
選
択
議
定
書
（

O
P)

⽇
本
が
批
准
し
て
い
る
８
つ
の
⼈
権
条
約
に
は
す
べ
て
「
選
択
議
定
書
」
が
あ
る
。
権

利
侵
害
さ
れ
た
個
⼈
の
救
済
の
た
め
。


⼥
性
差
別
撤
廃
条
約
の
選
択
議
定
書
は

19
99
年

10
⽉

6⽇
に
国
連
総
会
で
採
択
。

現
在

11
5か
国
が
批
准
（
エ
ス
ト
ニ
ア
で

11
6か
国
︖
）


し
か
し
⽇
本
は
こ
れ
を
批
准
し
て
い
な
い
。
批
准
す
れ
ば
「
個
⼈
通
報
」
と

「
調
査
制
度
」
が
可
能
に
。
た
だ
し
「
個
⼈
通
報
」
に
は
厳
し
い
受
理
要
件
が

あ
る
。
国
内
救
済
措
置
が
尽
く
さ
れ
た
通
報
の
み


受
理
さ
れ
れ
ば
、

C
ED

A
W
が
条
約
違
反
の
有
無
を
検
討
し
、
締
約
国
に
「
⾒

解
（
勧
告
を
含
む
）
」
を
出
す
。
勧
告
に
強
制
⼒
は
な
い
が
誠
実
な
履
⾏
が
期

待
さ
れ
る
。
締
約
国
は
６
か
⽉
以
内
に
「
勧
告
」
に
対
し
て
採
っ
た
措
置
を
回

答
。


個
⼈
通
報
の
実
態
︓

20
25
年
４
⽉
ま
で
に

23
4件
の
個
⼈
通
報
を
受
け
付
け
、
そ
の
う

ち
58
件
で
条
約
違
反
を
認
定
（

20
25
年

6⽉
秋
⽉
弘
⼦
委
員
の
報
告
か
ら
）
。

8
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⽇
本
の
司
法
の
問
題
点


裁
判
所

⇒
条
約
は
司
法
判
断
に
は
「
直
接
適
⽤
可
能
性
が
な
い
」


例
）
⼥
性
差
別
撤
廃
条
約
に
基
づ
け
ば
夫
婦
同
⼀
⽒
の
強
制
は
「
条
約
違

反
」
で
あ
る
。

条
約
１
６
条

(g
)︓
夫
及
び
妻
の
同
⼀
の
個
⼈
的
権
利
（
姓
お
よ
び
職
業
を
選
択

す
る
権
利
を
含
む
。
）

⼀
般
勧
告

21
号
︓

pa
ra

.2
4「
各
パ
ー
ト
ナ
ー
は
、
共
同
体
に
お
け
る
個
性
お
よ

び
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
持
し
、
社
会
の
他
の
構
成
員
と
⾃
⼰
を
区
別
す
る
た

め
に
、
⾃
⼰
の
姓
を
選
択
す
る
権
利
を
有
す
る
べ
き
で
あ
る
。
法
も
し
く
は
慣
⾏

に
よ
り
、
婚
姻
も
し
く
は
そ
の
解
消
に
関
し
て
⾃
⼰
の
姓
の
変
更
を
強
制
さ
れ
る

場
合
に
は
、
⼥
性
は
こ
れ
ら
の
権
利
を
否
定
さ
れ
て
い
る
。
」


し
か
し
裁
判
所
は
、
批
准
し
た
条
約
を
「
直
接
適
⽤
可
能
性
が
な

い
」
と
し
て
、
司
法
判
断
の
根
拠
と
し
な
い
。
条
約
に
照
ら
し
た
判

断
を
し
な
い
ま
ま
に
判
決
を
出
し
て
い
る
⇒
条
約
は
「
絵
に
描
い
た

餅
な
の
か
︖
」

9
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⼥
性
差
別
撤
廃
条
約
実
現
ア
ク
シ
ョ
ン

（
O

P-
C

ED
A

W
ア
ク
シ
ョ
ン
）

20
19
年

3⽉
5⽇

選
択
議
定
書
の
批
准
を
求

め
る
共
同
⾏
動
と
し
て
ス
タ
ー
ト

共
同
代
表

浅
倉
む
つ
⼦
・
柚
⽊
康
⼦

現
在
、
全
国
の
⼤
⼩
さ
ま
ざ
ま
な

7７
団
体
が
参
加
。

ア
ク
シ
ョ
ン
の
内
容

国
会
へ
の
請
願
署
名
提
出
、
院
内
集
会
（
紹
介
議
員
の

数
を
増
や
す
ロ
ビ
イ
ン
グ
活
動
）
。
地
⽅
議
会
で
の
意

⾒
書
採
択
活
動
。
勉
強
会
、
講
演
会
、
広
報
活
動
な
ど
。

7.
25
⼥
性
の
権
利
デ
ー
の
実
施
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
や
さ
し
い
動
画
、
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
、
選
択
議
定
書

Q
＆

A
な
ど
を
掲
載
。

ht
tp

s:/
/o

pc
ed

aw
ja

pa
n.

w
or

d
pr

es
s.c

om

10
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リ
ー
フ
レ
ッ
ト

11
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な
ぜ
⽇
本
は
選
択
議
定
書
を
批
准
し
な
い
の
か


⽇
本
が
選
択
議
定
書
を
批
准
し
な
い
た
め
、
⽇
本
の
⼥
性
は
権
利
侵

害
さ
れ
て
も
個
⼈
通
報
を
利
⽤
で
き
な
い
。

C
ED

A
W
は
繰
り
返
し
、

⽇
本
政
府
に
選
択
議
定
書
の
批
准
を
要
請
。


⻑
年
に
わ
た
る
⽇
本
政
府
に
よ
る
説
明

個
⼈
通
報
制
度
に
つ
い
て
は
条
約
実
施
の
効
果
的
な
担
保
を
図
る
と

い
う
趣
旨
か
ら
注
⽬
し
て
い
る
。
そ
の
受
⼊
れ
に
つ
い
て
は
わ
が
国

の
司
法
制
度
、
⽴
法
政
策
と
の
関
連
、
ま
た
実
施
体
制
等
と
の
検
討

課
題
が
あ
る
。
各
⽅
⾯
の
意
⾒
も
踏
ま
え
つ
つ
、
真
剣
に
検
討
を
進

め
る
。


国
会
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
質
問
。
少
し
も
進
ま
な
い
答
弁
。

12
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実
現
ア
ク
シ
ョ
ン
の
活
動
（
１
）


毎
年
、
国
会
に
選
択
議
定
書
の
批
准
を
求
め
る
署
名
提

出
活
動


20

25
年

5⽉
23
⽇
の
院
内
集
会
で
は
⇒
提
出
署
名
は

10
万
筆
を
超
え

た
︕
請
願
紹
介
議
員
は
衆
参

92
⼈
に
。


し
か
し
今
年
も
国
会
で
は
委
員
会
段
階
で
保
留
に


今
年
の
特
⾊
＝
「
意
⾒
書
採
択
地
域
マ
ッ
プ
」
を
展
⽰
。

13
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実
現
ア
ク
シ
ョ
ン
の
活
動
（
２
）

◆
地
⽅
議
会
の
意
⾒
書
採
択
を
進
め
る
活
動

20
25
年

7⽉
段
階
で
、
全
国
で

38
2の
地
⽅
議
会
が
、
国
に
対
し
て
選
択
議
定

書
の
批
准
を
求
め
る
「
意
⾒
書
」
を
採
択
。

府
県
議
会
レ
ベ
ル
で
は

13
→
⾼
知
県
、
島
根
県
、
徳
島
県
、
富
⼭
県
、
宮
城

県
、
⼤
阪
府
、
岩
⼿
県
、
埼
⽟
県
、
三
重
県
、
滋
賀
県
、
⻑
野
県
、
奈
良
県
、

京
都
府
。

政
令
指
定
都
市
９
→
堺
、
千
葉
、
北
九
州
、
さ
い
た
ま
、
⼤
阪
、
京
都
、
札
幌
、

川
崎
、
岡
⼭

全
国
各
地
で
の
創
意
あ
る
取
組
み

14
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15

＊
20
25
年
7⽉

12
⽇
現
在
、
38
2議

会

26



徳
島
県
、
⼤
阪
府
、
⻑
野
県
（
下
記
地
図
の
右
）
は
全
県

で
達
成
。
富
⼭
県
（
下
記
地
図
の
左
）
は
あ
と
⼀
つ
の
村
。

16
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京
都
府
内
の
⾃
治
体
に
働
き
か
け
て
い
る

W
W

N
の
み

な
さ
ん
か
ら
の
あ
る
⽇
の
報
告
例
（
メ
ー
ル
よ
り
）


昨
⽇
（

3
/
2
6
）
笠
置
町
、
本
⽇
（
3
/
2
7
）

宇
治
⽥
原
町
で
両
⽅
と
も
全
会
⼀
致
で
採

択
さ
れ
ま
し
た
。
３
⽉
議
会
で
採
択
す
る

た
め
に

1
⽉

1
6
⽇
に
そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
事
務

局
に
電
話
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
た
。

議
員
の
連
絡
先
が
公
表
さ
れ
て
い
な
い
の

で
事
務
局
に
依
頼
⽂
や
資
料
を
送
り
、
何

度
も
電
話
し
て
訪
問
の
約
束
を
取
り
、
京

都
に
住
ん
で
い
る
W
W
N
会
員
数
名
と
⼀
緒

に
説
明
に
⾏
き
ま
し
た
。
全
議
員
が
集

ま
っ
て
く
れ
ま
し
た
。


事
務
局
は
き
ち
ん
と
対
応
し
て
く
れ
て
、

両
議
会
と
も
議
場
内
で
写
真
撮
影
も
で
き

ま
し
た
。

17
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３
20

24
年

10
⽉
の

C
ED

A
W
に
よ
る
⽇
本
審
査
と
総
括
所
⾒

19
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C
ED

A
W
に
よ
る
⽇
本
報
告
審
査


こ
れ
ま
で
に
⾏
わ
れ
た

6回
の
審
査
→

19
88
年
、

19
94
年
、

20
03
年
、

20
09
年
、

20
16
年
、

20
24
年


⽇
本
政
府
は

20
21
年

9⽉
に
第
９
次
報
告
を
提
出
。
そ
れ
を
対
象
に

20
24
年

10
⽉

17
⽇
に
第
６
回
⽬
の
⽇
本
審
査
が
⾏
わ
れ
た
。


10
⽉

17
⽇
、
午
前

3時
間
と
午
後

2時
間
の
計

5時
間
の
審
査
実
施
︓
冒

頭
、
⽇
本
代
表
団
（
岡
⽥
恵
⼦
・
内
閣
府
男
⼥
共
同
参
画
局
⻑
）
か
ら

30
分
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
。
そ
の
後
、
委
員
か
ら
、
条
⽂
に
即

し
て
「
質
問
→
回
答
→
再
質
問
→
回
答
」
の
形
式
で
、
対
話
が
続
く
。


10
⽉

30
⽇
、
「
総
括
所
⾒
︓

co
nc

lu
d

in
g 

ob
se

rv
at

io
ns
」
が
で

た
。
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20
24
年
の
総
括
所
⾒


肯
定
的
側
⾯
と
勧
告
を
あ
わ
せ
て

60
パ
ラ
グ
ラ
フ


肯
定
的
側
⾯
＝
法
制
度
の
改
正
（

20
21
年
第
９
次
報
告
以
降
）

①
再
婚
禁
⽌
期
間
の
廃
⽌
←

20
22
年
⺠
法
改
正
、

20
24
年
施
⾏

②
優
⽣
保
護
法
に
よ
る
被
害
者
救
済
←

20
24
年

7⽉
最
⾼
裁
判
決
、
政

府
と
原
告
等
と
の
全
⾯
的
解
決
を
め
ざ
す
「
基
本
合
意
書
」
等

③
刑
法
改
正
←

20
23
年
、
強
制
性
交
等
罪
か
ら
不
同
意
性
交
等
罪
へ
、

性
交
同
意
年
齢
を

13
歳
か
ら

16
歳
に
引
き
上
げ
等

④
D

V
法
改
正
←

20
23
年
、
精
神
⾯
で
の
危
害
に
対
す
る
保
護
命
令

⑤
婚
姻
最
低
年
齢
を
男
⼥
共
通
に
←

20
22
年
⺠
法
改
正
、

20
24
年
施
⾏

⑥
政
治
分
野
候
補
者
男
⼥
共
同
参
画
法
←

20
21
年
改
正
、
政
党
の
⾃
主

的
取
り
組
み
を
要
請

21
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懸
念
事
項
と
勧
告
の
主
要
な
も
の
（
①
〜
㉓
）


４
つ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
項
⽬


フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
は
︖

①
選
択
的
夫
婦
別
姓
の
導
⼊
（

pa
ra

.1
2(

a)
）

②
暫
定
的
特
別
措
置
と
し
て
⼥
性
の
⽴
候
補
時
の

30
0万
円
の

供
託
⾦
の
減
額
（

pa
ra

.2
4(

a)
）

③
緊
急
避
妊
を
含
む
安
価
な
現
代
的
避
妊
⼿
段
へ
の
ア
ク
セ
ス

（
pa

ra
.4

2(
a)
）

④
妊
娠
中
絶
に
お
け
る
配
偶
者
同
意
条
項
の
削
除

（
pa

ra
.4

2(
c)
）
。
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①
選
択
的
夫
婦
別
姓
を
め
ぐ
っ
て


⺠
法
75
0条

夫
婦
は
、婚

姻
の
際
に
定
め
る
とこ
ろ
に
従
い
、夫

⼜
は
妻
の
⽒
を
称
す
る
。

⇒
婚
姻
前
の
⽒
を
⼀
⽅
に
捨
て
させ
る
こと
を
強
制
す
る
制
度
。世

界
中
で
⽇
本
の
み
。⼥

性
差
別
撤
廃
委
員
会
は
、繰

り返
し法

改
正
を
勧
告
。


19
96
年
に
法
制
審
議
会
答
申
が
出
た
が
実
現
せ
ず
。現

在
、第

三
次
別
姓
訴
訟
が
進

⾏
中
（
札
幌
と東

京
）


最
⾼
裁
⼤
法
廷
決
定
（
第
⼆
次
訴
訟
）
20
21
年
6⽉

23
⽇


多
数
意
⾒
は
合
憲
︓
た
った
1⾴

。⇒
制
度
の
あ
り⽅

は
国
会
で
判
断
され
る
べ
き
。


少
数
意
⾒
は
「違
憲
」と
判
断
。4
3⾴

に
わ
た
る
⼒
作
。⼥

性
差
別
撤
廃
委
員
会
に
よ

る
勧
告
が
あ
る
こと
に
よ
って
、憲

法
24
条
2項

違
反
の
理
由
とな
る
、と
した
。


20
25
年
の
通
常
国
会
で
は
「2
8年

ぶ
り」
に
法
案
審
議
。し
か
し結

論
は
持
ち
越
さ

れ
た
。「
今
秋
の
臨
時
国
会
に
お
い
て
審
議
す
る
」与
野
党
合
意
。さ
て
どう
な
る
の
か
。
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主
要
な
勧
告
（
続
き
）

⑤
選
択
議
定
書
の
批
准
に
対
す
る
障
害
の
除
去

（
pa

ra
.1

0）
⑥
⼥
性
に
対
す
る
差
別
の
包
括
的
定
義
の
国
内
法
へ
の
組
み
込
み

（
pa

ra
. 1

2）
⑦
皇
位
継
承
を
男
系
男
⼦
に
限
定
し
て
い
る
皇
室
典
範
の
改
正

（
pa

ra
.1

2）
⑧
婚
外
⼦
差
別
規
定
の
廃
⽌
（

pa
ra

.1
2(

b)
）

⑨
⾼
齢
⼥
性
、
障
害
の
あ
る
⼥
性
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
⼥
性
、
移
⺠
⼥

性
の
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
確
保
（

pa
ra

.1
8(

a)
）

⑩
専
任
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
省
の
設
置
（

pa
ra

.2
0(

a)
）

⑪
独
⽴
し
た
国
内
⼈
権
機
関
の
設
置
（

pa
ra

.2
2）
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⑤
選
択
議
定
書
の
批
准


総
括
所
⾒

pa
ra

.９
委
員
会
は
、

20
20
年
に
採
択
さ
れ
た
第
５
次
基
本
計

画
に
お
い
て
、
締
約
国
が
「
⼥
⼦
差
別
撤
廃
条
約
の
選
択
議
定
書
に
つ
い
て

は
･･
･早
期
締
結
に
つ
い
て
真
剣
な
検
討
を
進
め
る
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と

に
留
意
す
る
が
、
こ
の
問
題
に
関
し
て

23
回
の
省
庁
間
研
究
会
を
開
催
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
締
約
国
が
選
択
議
定
書
の
批
准
の
検
討
に
時
間
を
か
け

す
ぎ
て
い
る
こ
と
を
遺
憾
に
思
う
。


総
括
所
⾒

pa
ra

.1
0
委
員
会
は
、
締
約
国
に
対
し
て
、
委
員
会
の
前
回
総
括

所
⾒
に
そ
っ
て
、
選
択
議
定
書
の
批
准
に
対
す
る
い
か
な
る
障
害
に
も
速
や

か
に
対
処
し
、
こ
れ
を
取
り
除
く
よ
う
勧
告
す
る
。
さ
ら
に
、
締
約
国
に
対

し
、
本
条
約
、
委
員
会
の
⼀
般
勧
告
お
よ
び
選
択
議
定
書
の
下
の
事
例
に
つ

い
て
、
こ
れ
ら
が
法
⼿
続
に
お
い
て
⼗
分
に
考
慮
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る

た
め
に
、
裁
判
官
、
弁
護
⼠
お
よ
び
法
執
⾏
専
⾨
職
の
能
⼒
構
築
を
強
化
す

る
よ
う
勧
告
す
る
。
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⑦
皇
室
典
範
の
改
正


総
括
所
⾒

pa
ra

.1
1 

  委
員
会
は
⽇
本
の
皇
室
典
範
の
規
定
は
委
員
会
の
権
限
の
範

囲
内
で
は
な
い
と
い
う
締
約
国
の
⽴
場
に
留
意
す
る
。
し
か
し
委
員
会
は
、
男
系
の

男
⼦
の
み
の
皇
位
継
承
は
、
条
約

1条
お
よ
び

2条
と
相
容
れ
ず
、
条
約
の
⽬
的
及
び

趣
旨
に
反
す
る
と
考
え
る
。


⽇
本
政
府
は

20
24
年

12
⽉
に

C
ED

A
W
に
「
意
⾒
」
を
送
付
。
「
皇
位
に
つ
く
資
格

は
基
本
的
⼈
権
に
含
ま
れ
て
い
な
い
」
の
で
、
条
約
が
撤
廃
の
対
象
と
し
て
い
る
⼥

⼦
に
対
す
る
差
別
に
は
該
当
せ
ず
。
皇
位
継
承
の
あ
り
か
た
は
国
家
の
基
本
に
か
か

わ
る
事
項
。


さ
ら
に
、

20
25
年

1⽉
末
、
外
務
省
ー
ー
今
後
、
⽇
本
か
ら
の
任
意
拠
出
⾦
の
使
途

か
ら

C
ED

A
W
を
外
す
、
と
国
連
に
通
告
。


⼈
権
委
員
会
の
審
査
や
総
括
所
⾒
は
「
建
設
的
対
話
」
。
報
復
的
な
措
置
を
と
る
対

応
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
⽇
本
は
条
約
遵
守
に
後
ろ
向
き
と
い
う
誤
っ
た
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
発
信
し
て
し
ま
う
。
撤
回
す
べ
き
（
朝
⽇
新
聞

20
25
年

4⽉
11
⽇
「
耕
論
」
）
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主
要
な
勧
告
（
続
き
）

⑫
家
⽗
⻑
制
的
態
度
や
差
別
的
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
撤
廃
す
る
た

め
の
包
括
的
戦
略
の
採
⽤
（

pa
ra

.2
6(

a)
）

⑬
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ
く
暴
⼒
被
害
者
の
シ
ェ
ル
タ
ー
や
相
談
体

制
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
⼈
材
・
資
⾦
不
⾜
に
対
処
し
、
ま
た
、
沖

縄
の
⽶
軍
に
よ
る
性
的
暴
⼒
の
防
⽌
と
加
害
者
の
適
切
な
処
罰

（
pa

ra
.2

8(
a)

(d
)）

⑭
「
慰
安
婦
」
被
害
者
と
サ
バ
イ
バ
ー
の
権
利
へ
の
包
括
的
な
対

処
の
確
保
（

pa
ra

.3
4）

⑮
候
補
者
男
⼥
均
等
法
を
改
正
し
て
罰
則
を
設
け
る
こ
と

（
pa

ra
.3

6(
c)
）

⑯
同
⼀
価
値
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
原
則
の
実
施
（

pa
ra

.4
0(

c)
）
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主
要
な
勧
告
（
続
き
）

⑰
ジ
ェ
ン
ダ
ー
賃
⾦
格
差
公
表
義
務
の
拡
⼤

（
pa

ra
.4

0(
d

)）
⑱

⼥
性
の
正
規
雇
⽤
の
増
⼤
（

pa
ra

.4
0(

e)
）

⑲
男
性
に
よ
る
⼥
性
の
権
威
へ
の
誇
⽰
を
⼒
の
⽰
威
の
問
題
と

し
て
取
り
組
む
（

pa
ra

.4
0(

f)
）

⑳
間
接
差
別
に
関
す
る
均
等
法
の
改
正
（

pa
ra

.4
0(

i)）
㉑

性
同
⼀
性
障
害
者
特
例
法
の
下
で
不
妊
⼿
術
を
受
け
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
被
害
者
へ
の
補
償
と
被
害
回
復
措
置
へ
の
ア
ク
セ
ス

（
pa

ra
.4

2(
f)
）

㉒
⼥
性
の
家
族
経
営
企
業
で
の
労
働
を
認
め
る
た
め
の
所
得
税

法
56
条
の
改
正
（

pa
ra

.4
6(

b)
）

㉓
同
性
婚
の
容
認
（

pa
ra

.5
2(

d
)）
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⑯
同
⼀
価
値
労
働
同
⼀
賃
⾦
の
実
施
、
⑱
正
規
雇
⽤
の
増
⼤


労
基
法

4条
は
労
働
者
が
⼥
性
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
賃
⾦
に
つ
い
て

男
性
と
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
。
た
だ
し
「
同
⼀

価
値
労
働
同
⼀
賃
⾦
原
則
」
へ
の
⾔
及
は
な
い
。


欧
⽶
で
普
及
し
て
い
る
「
同
⼀
価
値
労
働
同
⼀
賃
⾦
原
則
」
→
「
知
識
・
技

能
、
負
担
、
責
任
、
労
働
環
境
」
の
４
⼤
フ
ァ
ク
タ
ー
を
使
う
「
得
点
要
素

法
」
。


男
⼥
間
だ
け
で
な
く
、
⾮
正
規
と
正
規
労
働
者
の
賃
⾦
格
差
を
是
正
さ
せ
る

た
め
の
法
改
正
を
︓

20
18
年
「
パ
ー
ト
・
有
期
契
約
労
働
法
」

8条
は
「
基

本
給
、
賞
与
そ
の
他
の
待
遇
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
･･
･通
常
の
労
働
者
と
の

待
遇
の
間
に
お
い
て
、
･･
･不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
相
違
を
設
け
て
は
な
ら
な

い
」
と
規
定
。
し
か
し
裁
判
所
は
、
い
く
つ
か
の
「
⼿
当
」
に
つ
い
て
は

「
不
合
理
」
と
判
断
し
た
が
、
退
職
⾦
と
賞
与
に
つ
い
て
は
不
合
理
性
を
否

定
。 メ
ト
ロ
コ
マ
ー
ス
事
件
・
最
三
⼩
判
令
和
２
年

10
⽉

13
⽇
判
決

⼤
阪
医
科
薬
科
⼤
学
事
件
・
同
上
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⑰
ジ
ェ
ン
ダ
ー
賃
⾦
格
差
公
表
義
務
の
拡
⼤


男
⼥
間
の
賃
⾦
格
差
に
つ
い
て
、
使
⽤
者
に
情
報
開
⽰
を
求
め
る
⽴
法
動
向
が
急
速
に
進
む
。
世

界
で
は
、
個
別
救
済
か
ら
プ
ロ
ア
ク
テ
ィ
ブ
モ
デ
ル
へ

イ
ギ
リ
ス

20
17
年

3⽉
平
等
法

78
条
（

25
0名
以
上
の
企
業
に
男
⼥
間
賃
⾦
格
差
の
公
表
を
義
務
づ

け
）
。

ド
イ
ツ

20
17
年

6⽉
賃
⾦
透
明
化
法
（
従
業
員

50
0名
以
上
の
企
業
は
男
⼥
間
賃
⾦
平
等
を
実
現
す
る

措
置
に
つ
い
て
の
報
告
書
作
成
義
務
）

フ
ラ
ン
ス

20
19
年

1⽉
男
⼥
間
の
賃
⾦
格
差
是
正
に
関
す
る
施
⾏
令
（
従
業
員

50
⼈
以
上
の
企
業
は

賃
⾦
格
差
指
数
の
公
表
義
務
。
指
数
総
計
が

75
ポ
イ
ン
ト
に
満
た
な
い
企
業
は

3年
以
内
に
格
差
を
是
正
）

20
23
年

5⽉
EU
賃
⾦
透
明
化
指
令


⽇
本
の
⼥
性
活
躍
推
進
法
－

20
22
年
か
ら
男
⼥
の
賃
⾦
差
異
の
公
表
義
務
－

格
差
是
正
の
第
⼀
歩
。

20
25
年
改
正
で

10
1⼈
以
上
の
企
業
に
も
公
表
義
務
。

だ
が
、
３
区
分
ご
と
の
男
⼥
⽐
で
は
実
態
が
み
え
な
い
。
正
規
男
性
を

10
0と
し
て
そ
れ
に
対
す
る
⽐
率
を
⽰
す

べ
き
。

「
賃
⾦
差
」
は
公
表
の
み
。
数
値
⽬
標
に
も
是
正
義
務
に
も
⼊
っ
て
い
な
い
。
開
⽰
義
務
だ
け
で
は
男
⼥
賃
⾦

格
差
の
是
正
策
と
し
て
は
限
界
が
あ
る
。
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⑲
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
法
規
制


雇
⽤
分
野
に
お
け
る
⽇
本
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
法
制
は
、
４
種
類
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
規
制
対
象
と

し
て
い
る
。

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
／
均
等
法

11
条

1項
マ
タ
ニ
テ
ィ
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
／
均
等
法

11
条
の

3第
1項

ケ
ア
（
育
児
・
介
護
等
）
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
／
育
児
介
護
休
業
法

25
条

1項
特
定
の
差
別
と
関
係
し
な
い
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
／
労
働
施
策
総
合
推
進
法

30
条
の

2第
1項


こ
れ
ら
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
規
制
の
特
⾊

そ
れ
ぞ
れ
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
は
明
確
な
「
定
義
」
は
な
く
、
事
業
主
の
措
置
義
務
規
定
か
ら
そ

の
内
容
を
把
握
。
措
置
義
務
の
内
容
は
厚
⽣
労
働
省
告
⽰
で
あ
る
「
指
針
」
に
よ
っ
て
具
体
化
さ

れ
て
い
る
。

措
置
義
務
の
担
保
は
、
⾏
政
指
導
と
企
業
名
公
表
。
紛
争
解
決
は
、
都
道
府
県
労
働
局
の
助
⾔
、

指
導
、
勧
告
、
調
停
。
被
害
者
救
済
の
中
⼼
は
不
法
⾏
為
を
め
ぐ
る
⺠
事
訴
訟

⇒
⾦
銭
賠
償
が
主

と
な
る
。


20

25
年
の
法
改
正
で
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
求
職
者
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
規
制
を
導

⼊
。

31

42



IL
O
の

19
0号
条
約


20

19
年
、

IL
O

10
8回
総
会
で
採
択
さ
れ
た
「
労
働
の
世
界
に
お
け
る
暴
⼒
と
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
の
撤
廃
に
関
す
る
条
約
」
（

19
0号
条
約
）


対
象
と
な
る
⾏
為
は
、
「
単
発
的
か
反
復
的
か
を
問
わ
ず
、
⾝
体
的
、
精
神
的
、
性

的
ま
た
は
経
済
的
害
悪
を
与
え
る
こ
と
を
⽬
的
と
し
た
、
ま
た
は
結
果
を
招
く
可
能

性
の
あ
る
⾏
為
や
脅
威
」
。


⼈
的
な
対
象
＝
労
働
者
は
も
ち
ろ
ん
、
労
働
世
界
の
す
べ
て
の
⼈
（
イ
ン
タ
ー
ン
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
求
職
者
、
応
募
者
、
使
⽤
者
個
⼈
も
含
ま
れ
る
）
が
対
象
。


「
包
摂
的
・
統
合
的
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
対
応
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
採
⽤
。


適
切
で
効
果
的
な
救
済
。
安
全
で
公
正
で
効
果
的
な
通
報
と
紛
争
解
決
メ
カ
ニ
ズ
ム
。
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⑳
禁
⽌
さ
れ
る
間
接
差
別
の
拡
⼤
を


均
等
法
は
、
募
集
・
採
⽤
か
ら
定
年
・
退
職
・
解
雇
ま
で
の
雇
⽤
上
の
性
差
別
の
禁
⽌
。

間
接
差
別

l禁
⽌
規
定
（

7条
）
も
。


し
か
し
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
事
例
の
み
。
施
⾏
規
則
に
お
け
る
限
定
列
挙
。

①
募
集
・
採
⽤
時
の
⾝
⻑
・
体
重
・
体
⼒
要
件

②
募
集
・
採
⽤
時
の
全
国
転
勤
要
件

③
昇
進
に
お
け
る
転
勤
経
験
要
件


は
じ
め
て
間
接
性
差
別
を
認
め
た

A
G

C
グ
リ
ー
ン
テ
ッ
ク
事
件
・
東
京
地
裁

20
24
年

5⽉
13
⽇
判
決
（
労
働
判
例

13
14
号

5⾴
）

均
等
法
が
対
象
と
す
る
事
項
（
福
利
厚
⽣
措
置
と
し
て
の
「
社
宅
制
度
」
）
に
関
す
る
会

社
の
運
⽤
は
、
間
接
性
差
別
に
あ
た
る
と
判
断
す
る
画
期
的
な
判
決
。
だ
が
、
も
し
こ
れ

が
賃
⾦
に
関
す
る
も
の
だ
っ
た
ら
間
接
差
別
と
判
断
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
︖


間
接
差
別
の
対
象
範
囲
を
拡
⼤
す
る
均
等
法
改
正
。
労
基
法
４
条
も
間
接
差
別
を
禁

⽌
す
る
規
定
と
す
べ
き
。


→

20
25
年
通
常
国
会
で
の
「
労
働
施
策
総
合
推
進
等
の
⼀
部
法
改
正
」
の
附
帯
決
議

で
今
後
の
検
討
課
題
に
。
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⽇
本
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
社
会
に
す
る
た
め
に

⼥
性
の
権
利
を
国
際
基
準
に


20

24
年
総
括
所
⾒
の
特
⾊

①
選
択
議
定
書
、
包
括
的
反
差
別
法
の
制
定
、
国
内
⼈
権
機
関
の
創
設
な
ど
⼈
権
施
策

の
基
本
構
造
が
指
摘
さ
れ
た
。
②
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
⼥
性
へ
の
⽬
配
り
。
③
性
と
⽣
殖
の

健
康
と
権
利
（

SR
HR
）
に
焦
点
。
④
雇
⽤
分
野
の
法
改
正
も
重
視
。


選
択
議
定
書
の
批
准
は
す
べ
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
テ
ー
マ
に
共
通
。
率
先

し
て
批
准
す
べ
き
。
個
⼈
通
報
の
⼊
り
⼝
は
狭
い
が
、
個
⼈
通
報
に
よ
っ
て
国

内
の
判
決
が
国
際
⼈
権
委
員
会
の
審
査
を
受
け
る
可
能
性
が
⽣
ま
れ
る
こ
と
の

影
響
は
⼤
き
い
。
裁
判
官
は
、
国
際
条
約
の
レ
ベ
ル
を
⼗
分
に
考
慮
し
た
判
決

を
下
す
こ
と
に
な
り
、
⽇
本
の
司
法
は
変
わ
る
は
ず
。


地
⽅
議
会
の
意
⾒
書
採
択
活
動
は
効
果
的
。
選
挙
区
か
ら
国
会
議
員
へ
情
報
を

届
け
る
。
地
⽅
議
会
で
は
、
会
派
を
超
え
た
⼥
性
議
員
の
協
⼒
が
可
能
に
な
る

場
合
も
あ
り
、
⺠
主
主
義
を
⽣
み
出
す
思
い
が
け
な
い
効
果
。
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参
考
⽂
献


林
陽
⼦
「
⼥
性
差
別
撤
廃
条
約
と
⽇
本
－

20
24
年
総
括
所
⾒
か
ら
み
た
課
題
」
⼥
性
展
望

73
3号

（
20

25
年

3⽉
）

10
〜

12
⾴


浅
倉
む
つ
⼦
『
新
し
い
労
働
世
界
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
』
（
か
も
が
わ
出
版
、

20
22
年
）


浅
倉
む
つ
⼦
『
尊
厳
の
平
等
と
い
う
未
来
へ
』
（
信
⼭
社
、

20
25
年
）


森
ま
す
美
・
浅
倉
む
つ
⼦
編
著
『
同
⼀
価
値
労
働
同
⼀
賃
⾦
原
則
の
実
現
ー
公
平
な
賃
⾦
制
度
と
プ

ロ
ア
ク
テ
ィ
ブ
モ
デ
ル
を
め
ざ
し
て
』
（
勁
草
書
房
、

20
22
年
）


浅
倉
む
つ
⼦
「
間
接
差
別
禁
⽌
法
理
と
コ
ー
ス
別
雇
⽤
」
季
刊
労
働
者
の
権
利

35
9号
（

20
25
年

1
⽉
号
）


浅
倉
む
つ
⼦
「
国
連
⼥
性
差
別
撤
廃
委
員
会
に
よ
る
⽇
本
審
査
と
総
括
所
⾒
」
⽉
刊
全
労
連

34
0号

(2
02

5年
6⽉
号
）


浅
倉
む
つ
⼦
「
国
連
⼥
性
差
別
撤
廃
委
員
会
の
勧
告
と
⽇
本
政
府
の
対
応
」
歴
史
地
理
教
育

98
7号

（
20

25
年

7⽉
増
刊
号
）


浅
倉
む
つ
⼦
「
⼥
性
差
別
撤
廃
条
約
か
ら

40
年

選
択
議
定
書
の
批
准
を
」
経
済

35
9号
（

20
25
年

8⽉
号
）


浅
倉
む
つ
⼦
「
『
同
⼀
価
値
労
働
同
⼀
賃
⾦
』
原
則
を
ど
う
実
現
し
て
い
く
の
か
」
学
習
の
友

86
4

号
（

20
25
年

8⽉
号
）
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第 54回保団連夏季セミナー 講座４ 

追いつめられる歯科医師たちと 

歯科医療から遠ざけられる患者たち 

講師 宇佐美 宏（うさみ ひろし）氏 

全国保険医団体連合会副会長、歯科代表 

2022 年度の三師統計で調査開始後はじめて歯科医師数が減少しました。歯科医療機関は、医療施設

静態調査で 2017年をピークに減少傾向が続き、コロナ禍、物価高、医療 DXなどの影響で近年減少が

加速しています。歯科医療機関の減少は、廃業によるものだけでなく、新規開業数の減少も影響して

おり、歯科医師の就業形態も開業医が減少し、勤務医が増加しています。 

 歯科医師や歯科医療機関数の絶対的な減少と、従来からの地域偏在により無歯科医地区が増え、歯

科医療難民が増加していくことが懸念されます。 

 2024 年に実施した保団連歯科会員アンケートと技工アンケート結果でも、深刻な状況が浮き彫り

となり、全国の歯科医療現場から「本当にもう限界だ」との悲鳴が上がっています。

 こうした歯科界の危機的状況の背景とその要因、危惧される選定療養の拡大などをふまえ、どうす

ればすべての歯科医院が保険診療のみで安定した経営ができ、患者・国民がお金の心配をせず、安心

して歯科治療がうけられるのか、厚労省が描く歯科医療の将来像と我々が考えるあるべき姿などにつ

いて、皆様と考えたいと思います。 

プロフィール 

1940 年 東京都墨田区生まれ 
1966 年 日本大学歯学部卒業 
1971 年 松戸市（現在地）で開業 

松戸市歯科医師会理事、日本学校歯科

医会委員、松戸市市立病院講師、松戸成

人大学講師、東京都都民カレッジ講師、

全国保険医団体連合会歯科協議会副会

長等を歴任｡

　現在、全国保険医団体連合会副会長、

歯科代表、千葉県保険医協会副会長
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第 54回保団連夏季セミナー シンポジウム 

   患者の声から考える 

        医療アクセスの課題と改善策    
 

 

開催趣旨 

 2025 年度予算案に高額療養費制度の見直しが盛り込まれたが、当事者らの反対を受けて通常国

会審議で一時凍結された。しかし、改悪方針は撤回されておらず今年秋までに再検討が予定されて

いる。 

 患者負担増提案の背景には、「社会保険料の高騰が現役世代を圧迫し医療費削減による負担軽減

が必要」との理屈付けがある。一部野党も世論誘導に悪用し、医療費削減に資する方策の実現を与

党に迫っている。高額療養費制度改悪が見送られてからも、重度疾患への治療を「ビッグリスク」、

軽症者の治療を「スモールリスク」と対立させ、前者のみを保険でカバーすべきとして、OTC 類似

薬（OTC医薬品のある医療用医薬品）の保険外しまで提案されている。 

 今こそ、高額療養費制度や、医師の診断に基づく薬剤処方の仕組みが医療保険制度において果た

す役割を確認すべきである。また、社会保険料を引き下げるための医療費削減といった逆立ちの状

況を打開するためには、財源に対する正しい理解が必要となる。 

 シンポジウムでは、医療提供の主体である医師と、制度利用者である患者の立場から負担増をめ

ぐる現状を見つめ、負担増が受診行動に与える影響について深めるとともに、社会保障を充実させ

るための財源はどこにあるのかを考える。 

 

基調提案 

橋本 政宏（はしもと まさひろ）氏 

名春中央病院副院長 

全国保険医団体連合会副会長、愛知県保険医協会副理事長 

＜略歴＞ 

2001年 岐阜大学卒業 

    愛知民医連 初期研修 

    総合病院南生協病院 内科勤務 

    協立総合病院 内科勤務 

    名古屋大学医学部 総合診療科勤務 

2010年 名春中央病院 

2016 年 名春中央病院副院長 

＜資格＞ 

日本内科学会 総合内科専門医 

日本医師会認定産業医 
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パネリスト 

水戸部 ゆうこ（みとべ ゆうこ）氏 

がんサロン～Cancerおしゃべり Café 代表 

1974年、東京都生まれ。 

2018 年に肺腺がんステージ 4 と診断され、離職。日々の暮らし

の中、不安に襲われ、2019年、精神腫瘍科のレジリエンス外来を

受診。 

2020 年、がん患者を対象とした求人に出会い、応募。採用され、

現在も勤務する。 

一般社団法人全国がん患者団体連合会主催「がん教育外部講師の

ための e ラーニング」、NPO 法人がんサポートかごしま主催「ピ

アサポーター養成講座」、一般社団法人がんチャレンジャー主催

「傾聴実践研修」を修了。 

2022年 2月、「がんサロン～Cancerおしゃべり Café」を立ち上げ、小平市と千代田区を拠点に定期

開催。年に 1度オープンセミナーも開催。 

2023年、これまでの闘病の記録を本にする。『がんなのに、しあわせ』。 

蓮池 安彦（はすいけ やすひこ）氏 

社会医療法人社団 健生会 法人事務局 部長 

熊本県天草出身の５８歳、家族は妻と４人の子ども 

1986 年 ４月 東京農工大学入学と同時に東京へ※12 年の学生

生活のはじまり 

1988年 １月 立川相互病院の夜間事務  ※民医連との出会い

1998年 ４月 健生会入職、府中診療所（32歳） ※友の会担当、 

 月 1回食事会 

1999年 ８月 相互歯科、※週 2.3回は八王子で研修 

2000年 １月 壱番街通りけんせい歯科 事務長 ※八王子総行 

 動、健康まつり 

2003年 ５月 ひまわり相互歯科(訪問)、相互歯科（事務次長） 歯学対で全国回る 

2007年 ７月 子ども診療所 ※ﾜｸﾁﾝ助成、保育園民営化反対署名１万筆、被爆者健診 

2010年 12月 伊奈平診療所  ※友の会倍化、新築移転の取組 ６次長計事務局長

2012 年 ３月 大南ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ ※赤ちゃんからお年寄りまで家族まとめて安心してかかれる診療

所 

2014 年 １月 谷保駅前相互診療所 ※訪問診療の拡大（AM 外来・PM往診スタイルへ） 

2015年 ８月 国分寺ひかり診療所 ※団地全戸訪問、国保値上げ反対陳情署名 1万筆 

2019年 ８月 ふれあいクリニック（事務次長）※無料定額診療、フードボランティア 

2021年 ９月 共立医療会 専務理事   ７次長計事務局次長 

2022年 12月 健生会社保組織部 部長代行（2023年 5月より部長へ） 

2023年 ３月 健生会 PFAS専門員会事務局長 

2025年 ７月 健生会法人事務局（医師部事務局） 
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諸富 徹（もろとみ とおる）氏 

京都大学公共政策大学院 教授 

 1968 年生まれ。1993 年同志社大学経済学部卒業。1998 年京

都大学大学院経済学研究科博士課程修了。1998 年横浜国立大学

経済学部助教授、2002年京都大学大学院経済学研究科助教授、

2006 年同公共政策大学院助教授、2008年同大学院経済学研究科

准教授を経て、2010年 3月から同研究科教授(現在に至る)。こ

の間に、内閣府経済社会総合研究所客員主任研究官、ミシガン

大学客員研究員、放送大学客員教授(放送授業担当主任講師)を

歴任。2015 年 4月より、ミシガン大学グロティウス客員研究員

(Michigan Grotius Research Scholar)、および安倍フェロー

(以上、2016年 3月まで)を務めた。2017年 4月より、京都大学

大学院地球環境学堂教授を併任(2022 年 3 月まで)。2021 年 4 月より、京都大学教育研究評議会評

議員および経済学研究科副研究科長(2023 年 3 月まで)。2025 年 4 月より、京都大学公共政策大学

院教授。 

 主著(単著)に、『環境税の理論と実際』有斐閣(2000 年：NIRA 大来政策研究賞、日本地方財政学

会佐藤賞、国際公共経済学会賞)、『地域再生の新戦略』 中公叢書(2010年：日本公共政策学会賞著

作賞)、『私たちはなぜ税金をおさめるのか―租税の経済思想史』新潮選書(2013年：租税資料館賞)、

『資本主義の新しい形』岩波書店(2020年：第 11回不動産協会賞)、『グローバル・タックス―国境

を超える課税権力』岩波新書(2020 年)、『税という社会の仕組み』筑摩書房(2024 年 5 月)、『税と

社会保障―少子化対策の財源はどうあるべきか』平凡社新書(2024年 7月)などがある。 

 これまでに、神奈川県「地方税制等研究会生活環境税制専門部会」委員、東京都主税局「税制調

査会」、東京都環境局「環境審議会」委員、内閣府「政府税制調査会」特別委員、内閣府「経済財政

諮問会議」専門委員、朝日新聞社「書評委員会」委員、環境省「中央環境審議会」委員、文部科学

省「中央教育審議会」専門委員、国土交通省「国土審議会」特別委員、滋賀県「税制審議会」会長、

東京都財務局「社会的責任に配慮した調達に係る有識者会議」委員、総務省「地方財政審議会」特

別委員、などを務める。 

 

司会 

井上 美佐（いのうえ みさ）氏 全国保険医団体連合会副会長 
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患者の声から考える　医療アクセスの課題と改善策 

基調提案 

2025年度保団連夏季セミナー 
保団連副会長 橋本政宏 

□受療権とは 医療が必要な状況が発生したときに、速やかに適切な診療を受けられる権
利であり、基本的人権を構成する必要不可欠な要素である（受療権は、基本的人権の尊
重の必要条件である、基本的人権の尊重→受療権の保障）
個人の尊厳を守るために必要（憲法 13 条）、 生存権（憲法 25 条） 法の下の平等
（憲法 14 条）、基本的人権は侵すことのできない永久の権利（憲法 11 条、97 条）
受療権の侵害は、基本的人権の尊重に反することになり、憲法違反である。

□望ましい医療アクセスを保障する＝アクセスを妨げる要因を減らし、取り除くこと
①医療アクセスを左右する要因
・物理的・地理的要因  医療機関の分布 交通手段の確保 日本の地理的特性、中山
間地域が広い。少なくとも 30 分圏内に生命を守る病院があることが望ましい。 
・経済的要因  窓口負担、労働条件（労働時間、休日、賃金など）
・医療保険制度 公的医療保険は社会保障制度 民間医療保険は「購入する商品」
  現在の医学における標準的治療は、公的医療保険でカバーされるべきである。医師の
裁量権はどうか。 
・人的要因 頼れる家族の存在の有無 コミュニケーション力（患者の認知機能と言語能
力、日本語力に制限のある在留外国人にとっての「ことばの障壁」）
②医療アクセスを妨げる要因は少ないほど良い
・医療アクセスが悪ければ、診断・治療が遅れる。最悪の場合には治療ができなくなる。
・「地域医療構想」で示されている方針 人口減を理由に医療機関を整理・統合
・窓口負担を増やし続けることは、望ましい医療アクセスをより一層妨げることになる。
・健康保険証の新規発行停止によって医療アクセスが妨げられる事態が多数発生。
・基本的人権の尊重という観点から、医療アクセスを妨げる要因を減らしていくことが政
治の責務である。

□高額療養費制度の自己負担限度額引き上げの動きと、「OTC類似薬」の保険適用除外の
動きにたいする、保団連と全国の協会・医会の運動（2025年 1 月～現在）
・切実な状況にある患者団体との共闘を行った。声明発表、厚労省要請、記者会見など。
・高額療養費制度の自己負担上限引き上げは「凍結」まで追い込むことができた（衆参両
院で修正された予算の成立は現憲法下で初）。先送りは許さず、白紙撤回を求め続ける。
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・「OTC類似薬」の保険適用除外の動きにたいして保険適用の継続を求める運動。処方箋
医薬品と実質的にはかわらない（薬局で購入することが例外的な使い方なのであり、医師
が処方することこそが主たる使い方であるという意味）大切な薬剤であり、日常診療で多
用している。保険適用除外されたら、日常診療の質が大幅に下がることになる。 
・「ビッグリスク・スモールリスク対立論」の誤りとセルフメディケーション推進の危険
性 
 受診→検査→診断 受診する前の段階では、健康問題の軽重はわからない（自己責任に
よる自己判断）。医師でも診断が難しい病態は少なくない。 
軽症疾患で行う治療は、重症疾患の治療でも重要な位置を占めている。 

 
□2025 年度「骨太の方針」について 
・国民にたいする脅し 「社会保障制度を維持するため」という名目で、給付抑制か自己
負担増の二者択一（または両方）を国民に迫る。さもなければ社会保障制度が維持できな
いぞという脅し。 
・「財源はない」という思考停止  給付抑制や自己負担増をしなければ本当に財源はな
いのか。 
 
□保団連の社会保障財源政策  基本的な認識と提案 
・社会保障は「所得再分配」であり、経済格差を軽減させると同時に、雇用を創出し経済
の好循環をもたらし、税収と保険料収入の増加をもたらす。 
・財源政策「3 つの提案」 
① 事業主負担を増やして保険料収入を増やす。 
② 法人課税を先進 7か国並みに高める。 
③ 所得に応じた所得税課税にする 
・日本は経済規模に比べ税収規模が極端に小さい。すでに小さな政府。 
・消費税導入後の主要 3税収の変化は、所得税と法人税の減少を消費税の増加が穴埋め。
法人税率はほぼ半減した。税率以外にも、大企業に有利な優遇税制や租税特別措置で法人
税収がさらに減少。その結果、巨大な内部留保が積みあがった。 
・雇用の劣化は中間層の貧困化をもたらした。将来への展望が持ちにくくなり、婚姻の減
少から少子化も加速させた。 
・新自由主義政策による矛盾と弊害が頂点に達している。超富裕層と大企業は利益を一層
蓄積する一方で、その他の一般の国民（99％）は富を奪われ、社会保障が改悪され、生活
が苦しくなった。 
 
□平和な社会をつくることと医療・社会保障を充実させることは表裏一体の課題である。
防衛費倍増は「亡国の政治」。 
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高
額

療
養

費
制

度
自

己
負

担
上

限
額

引
き

上
げ

の
衝

撃

「生
き

る
こ

と
、
子

ど
も

の
未

来
を

諦
め

ろ
！

っ
て

い
う

の
？

！
」

が
ん

サ
ロ

ン
～

キ
ャ

ン
サ

ー
お

し
ゃ

べ
り

カ
フ

ェ
代

表
国

立
が

ん
研

究
セ

ン
タ

ー
患

者
市

民
パ

ネ
ル

秋
葉

原
社

会
保

険
労

務
士

法
人

そ
う

ぞ
う

す
る

株
式

会
社

水
戸

部
ゆ

う
こ

2
0
2
5
年

8
月

3
日
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本
日

お
話

す
る

こ
と

①
自

己
紹

介
と

闘
病

の
様

子

②
高

額
療

養
費

制
度

限
度

額
引

き
上

げ
に

対
す

る
活

動
の

ま
と

め

2
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3

①
自

己
紹

介
と

闘
病

の
様

子
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水
戸

部
ゆ

う
こ

1
9

7
4

年
生

ま
れ

東
京

都
東

村
山

市
出

身
、
小

平
市

在
住

夫
・
長

男
（
高

校
３

年
生

）
・
次

男
（
中

学
３

年
生

）
の

４
人

家
族

2
0

1
8

年
、
肺

腺
が

ん
ス

テ
ー

ジ
4

（リ
ン

パ
節

に
転

移
あ

り
）と

診
断

さ
れ

、
頭

が
真

っ
白

に
。

手
術

や
放

射
線

治
療

も
で

き
ず

、
エ

ン
ド

レ
ス

抗
が

ん
剤

治
療

を
始

め
る

。
離

職
し

、
社

会
と

の
繋

が
り

を
失

い
、
経

済
的

不
安

に
さ

い
な

ま
れ

、
精

神
医

療
（レ

ジ
リ

エ
ン

ス
外

来
）
を

受
診

。
2

0
2

0
年

、
会

員
と

な
っ

て
い

た
こ

ど
も

を
持

つ
が

ん
患

者
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ー

か
ら

の
メ

ー
ル

で
、
社

労
士

法
人

の
求

人
に

出
会

い
、
就

労
。

が
ん

に
な

っ
た

経
験

を
活

か
す

た
め

、
が

ん
患

者
へ

の
理

解
促

進
・ピ

ア
サ

ポ
ー

ト
・が

ん
教

育
に

関
心

を
寄

せ
、
学

ぶ
。

が
ん

に
な

っ
て

感
じ

た
「生

き
づ

ら
さ

」を
少

し
で

も
解

消
し

た
い

…
と

い
う

想
い

か
ら

、
2

0
2

2
年

2
月

、
地

域
を

拠
点

と
し

た
が

ん
サ

ロ
ン

C
a
n

c
e

rお
し

ゃ
べ

り
C

a
f
é

を
立

ち
上

げ
る

。
が

ん
患

者
の

理
解

を
広

げ
る

た
め

、
P

P
I活

動
（P

a
ti

e
n

t 
a
n

d
 P

u
b

li
c
 

In
v
o

lv
e

m
e

n
t）

に
も

積
極

参
加

。
2

0
2

3
年

4
月

、
書

籍
「が

ん
な

の
に

、
し

あ
わ

せ
」を

発
売

。

治
療

で
は

、
標

準
治

療
の

他
、
2

度
の

治
験

に
参

加
。

現
在

は
治

療
と

緩
和

ケ
ア

を
同

時
継

続
中

。
4
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転 院 休 薬

新 た な 治 療 へ

2
0

2
5

5
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罹
患

当
初

、
ト

ン
ネ

ル
の

中
を

彷
徨

う
よ

う
な

時
期

6
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仕
事

と
の

出
会

い
と

治
験

参
加

発
信

す
る

よ
う

に
な

っ
た

き
っ

か
け

7
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が
ん
サ
ロ
ン
を
始
め
る
き
っ
か
け

「
私
に
何
が
で
き
る
だ
ろ
う
？
」

が
ん

友
達

が
幼

い
子

を
残

し
、
周

囲
に

打
ち

明
け

ら
れ

ず
、
旅

立
っ

た
。

共
に

苦
し

み
を

分
か

ち
あ

え
る

仲
間

が
必

要
と

感
じ

た
。

地
域

で
の

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
づ

く
り

（が
ん

サ
ロ

ン
）を

始
め

た
。

8

N
o
te

「水
戸
部
ゆ
う
こ
」
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が
ん

サ
ロ

ン
を

始
め

る
た

め
の

準
備

な
ど

9

2
0
2
0
年

一
般
社
団
法
人
全
国
が
ん
患
者
団
体
連
合
会
「が

ん
教
育
外
部
講
師
の
た
め
の
e
ラ
ー
ニ
ン
グ
」

2
0
2
1
年

N
P
O
法
人
が
ん
サ
ポ
ー
ト
か
ご
し
ま
「が

ん
教
育
外
部
講
師
セ
ミ
ナ
ー
」

「が
ん
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
」修

了
。

2
0
2
2
年

J
i4

p
e
（
一

般
社

団
法

人
医

療
開

発
基

盤
研

究
所

）
A
コ
ー
ス
（
医

薬
品

の
基

礎
知

識
）
修

了
。

2
0
2
2
年
2
月
、
「が

ん
サ
ロ
ン
～
C
a
n
c
e
rお

し
ゃ
べ
り
C
a
fé

」を
立
ち
上
げ
る
。

2
0
2
3
年
4
月
、
書
籍
「が

ん
な
の
に
、
し
あ
わ
せ
」を

発
売
。

が
ん
サ
ロ
ン

C
a
n
c
e
rお

し
ゃ
べ
り
C
a
fé

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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が
ん

サ
ロ

ン
～

ア
ル

バ
ム

～
＠

小
平

市

性
別

・
年

齢
を
問

わ
な
い

地
域

を
視

点
に
し
た
サ
ロ
ン
。

ご
家

族
が

一
緒
に
来
ら
れ
た
り
、
ご
遺
族
が
来
る
こ
と
も
多

々
あ
る
。

10
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
感
情
を
大
切
に
す
る
こ
と


背
中
を
さ
す
る
こ
と


生
き
る
力
を
信
じ
る
こ
と

が
ん

サ
ロ

ン
～

ア
ル

バ
ム

～
銭

湯
（
神

田
稲

荷
湯

）

W
e 

ar
e 

g
ra

te
fu

l 
fo

r 
y

ou
r 

k
in

d
n

es
s♪
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②
高

額
療

養
費

制
度

限
度

額
引

き
上

げ
に

対
す

る
活

動
の

ま
と

め
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も
し

引
き

上
げ

ら
れ

た
ら

…
暮

ら
し

へ
の

影
響

、
お

び
や

か
さ

れ
る

こ
と
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特
に

大
変

な
の

が
、

こ
の

領
域

の
子

育
て

世
帯

多
く

の
子

育
て

世
帯

が
コ

コ
！

も
し

引
き

上
げ

ら
れ

た
ら

…
暮

ら
し

へ
の

影
響

、
お

び
や

か
さ

れ
る

こ
と

66



多
数

回
該

当
据

え
置

き
案

や
２

０
2

6
年

以
降

再
検

討
案

な
ど

、
二

転
三

転
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毎
日
新
聞
よ
り
引
用引

き
上

げ
は

凍
結

と
い

う
修

正
新

年
度

予
算

案
が

憲
政

史
上

初
、
参

議
院

→
衆

議
院

に
回

付
さ

れ
、
同

意
・成

立
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高
額
療
養
費
制
度
上
限
引
き
上
げ
に
伴
う
家
庭
・子

育
て
へ
の
影
響

調
査
（子

ど
も
を
持
つ
が
ん
患
者
対
象
）

全
国
保
険
医
団
体
連
合
会

h
tt
p
s
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/
h
o
d
a
n
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o
c
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e
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w
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/
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0
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0
k
is
h
a
k
a
ik
e
n
.p

d
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19

直
接

取
材

に
て

取
り

上
げ

て
い

た
だ

い
た

メ
デ

ィ
ア

記
事

な
ど

2
0
2
5
年

2
月
3
日

朝
日

新
聞

4
4
歳

子
育

て
中

に
肺

が
ん

高
額

な
治

療
「や

め
よ
う
か
」

出
会
い
が
転
機
に

h
tt
p
s
:/
/
w
w
w
.a
s
a
h
i.
c
o
m
/
a
rt
ic
le

s
/A

S
T
1
0
2
F
Z
8
T
1
0
U
Q
IP

0
5
4
M
.h

tm
l

2
0
2
5
年

2
月
6
日

テ
レ
ビ
朝

日
「高

額
療
養
費
制
度
」上

限
引
き
上
げ
め
ぐ
り

子
育
て
世
代
が
見
直
し
を
訴
え

h
tt
p
s
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/
n
e
w
s
.t
v
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p
/
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0
4
0
2
9
9
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l

2
0
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5
年
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月
6
日

N
H
K

「高
額
療
養
費
制
度
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限
額
引
き
上
げ

“育
児
へ
影
響
大

見
直
し
を
”

h
tt
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/
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w
w
3
.n

h
k
.o
r.
jp

/
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0
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7
1
4
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0
0
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2
0
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5
年
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月
8
日

F
N
N

「
生

き
る
こ
と
を
諦

め
ろ
と
言

わ
れ
て
い

る
よ
う
で
絶
望

的
」
2
人
の

子
育

て
を
し
な
が
ら
闘
病
す
る
が
ん
患
者
「あ

な
た
に
数
千
万
円
の
医
療
費
」主

治
医
の
言
葉

に
絶
句

自
己
負
担
上
限
額
引
き
上
げ
の
政
府
方
針

h
tt
p
s
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/
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w
w
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s
/-
/
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6
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0
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0
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5
年
2
月
1
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日

産
経
新
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1
錠
2
万
円

年
6
0
万
円
の
治
療
費

消
え
る
子
供
の
た
め
の
お
金

高
額
療
養
費
制
度
修
正
で
患
者
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h
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Q
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Q
J
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/

2
0
2
5
年

3
月
1
4
日

Y
a
h
o
o
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ュ
ー
ス

「病
気
か
ら
回
復
す
る
人
が
激
減
す
る
」高

額
療
養
費
制
度
引
き
上
げ
“白

紙
撤
回
”求

め
医
師
・患

者
ら
訴
え

h
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p
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1
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5
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文
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放
送
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こ
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ゴ
ー
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最
後
に

…

患
者
と
し
て

望
む
こ
と

20


患

者
が

動
か

な
い

と
い

け
な

い
日

本
が

心
配


患

者
と

し
て

、
医

療
や

制
度

へ
の

希
望

「生
き

る
こ

と
も

、
こ

ど
も

た
ち

の
未

来
も

、
諦

め
ず

に
済

む
安

心
で

き
る

国
」
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21

ご
清

聴
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

し
た

。

73



経
歴
及
び
自
己
紹
介

•
熊
本
県
天
草
出
身
の
５
８
歳
、
家
族
は
妻
と
４
人
の
子
ど
も

•
１
９
８
６
年
４
月

東
京
農
工
大
学
入
学
と
同
時
に
東
京
へ
※
1
2
年
の
学
生
生
活
の
は
じ
ま
り

•
１
９
８
８
年
１
月

立
川
相
互
病
院
の
夜
間
事
務

※
民
医
連
と
の
出
会
い

•
１
９
９
８
年
４
月

健
生
会
入
職
、
府
中
診
療
所
（
3
2
歳
）

※
友
の
会
担
当
、
月
1
回
食
事
会

•
１
９
９
９
年
８
月

相
互
歯
科
、
※
週
2
.3
回
は
八
王
子
で
研
修

•
２
０
０
０
年
１
月

壱
番
街
通
り
け
ん
せ
い
歯
科

事
務
長

※
八
王
子
総
行
動
、
健
康
ま
つ
り

•
２
０
０
３
年
５
月

ひ
ま
わ
り
相
互
歯
科
(
訪
問
)
、
相
互
歯
科
（
事
務
次
長
）

歯
学
対
で
全
国
回
る

•
２
０
０
７
年
７
月

子
ど
も
診
療
所

※
ﾜ
ｸ
ﾁ
ﾝ
助
成
、
保
育
園
民
営
化
反
対
署
名
１
万
筆
、
被
爆
者
健
診

•
２
０
１
０
年
１
２
月

伊
奈
平
診
療
所

※
友
の
会
倍
化
、
新
築
移
転
の
取
組

６
次
長
計
事
務
局
長

•
２
０
１
２
年
３
月

大
南
ﾌ
ｧ
ﾐ
ﾘ
ｰ
ｸ
ﾘ
ﾆ
ｯ
ｸ

※
赤
ち
ゃ
ん
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
家
族
ま
と
め
て
安
心
し
て
か
か
れ
る
診
療
所

•
２
０
１
４
年
１
月

谷
保
駅
前
相
互
診
療
所

※
訪
問
診
療
の
拡
大
（
A
M
外
来
・
P
M
往
診
ス
タ
イ
ル
へ
）

•
２
０
１
５
年
８
月

国
分
寺
ひ
か
り
診
療
所

※
団
地
全
戸
訪
問
、
国
保
値
上
げ
反
対
陳
情
署
名
1
万
筆

•
２
０
１
９
年
８
月

ふ
れ
あ
い
ク
リ
ニ
ッ
ク
（
事
務
次
長
）
※
無
料
定
額
診
療
、
フ
ー
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

•
２
０
２
１
年
９
月

共
立
医
療
会

専
務
理
事

７
次
長
計
事
務
局
次
長

•
２

０
２

２
年

1
2
月

健
生

会
社

保
組

織
部

部
長

代
行

（
2
0
2
3
年

5
月

よ
り

部
長

へ
）

•
２
０
２
３
年
３
月

健
生
会
P
F
A
S
専
門
員
会
事
務
局
長

•
２
０
２
５
年
７
月

健
生
会
法
人
事
務
局
（
医
師
部
事
務
局
）
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第
５

４
回

保
団

連
夏

季
セ

ミ
ナ

ー
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム

7
5
歳

以
上

医
療

費
負

担
（
２

割
化

実
施

後
･
第

二
弾

）

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
（
1
,4

2
1
件

）
か

ら
見

え
て

き
た

こ
と

２
０

２
５

年
８

月
３

日

社
会

医
療

法
人

社
団

健
生

会

法
人

事
務

局
蓮

池
安

彦
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本
日

、
話

し
た
い
事

①
ア

ン
ケ

ー
ト
の

概
要

（
目

的
・
対

象
）
に

つ
い

て

②
高

齢
者

の
生

活
実

態
の

深
刻

さ

③
医

療
費

負
担

の
限

界
～

生
活

を
切

り
詰

め
て

い
る

実
態

④
社

会
保

障
費

の
増

額
が

必
要
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•
コ

ロ
ナ

禍
で

『
医

療
は

限
界

，
五

輪
や

め
て

！
も

う
カ

ン
ベ

ン
，

オ
リ

ン
ピ

ッ
ク

む
り

！
』
と

の
貼

紙
が

S
N
S
で

話
題

と
な

っ
た

立
川

相
互

病
院

（
2
8
7
床

）
な

ど
東

京
の

多
摩

地
域

に
3
4
の

医
療

・
介

護
の

事
業

所
を

運
営

．

•事
業

所
数

2
病

院
／

1
4
医

科
診

療
所

／
9
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ
ン

／
2
歯

科
診

療
所

／
2
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
/
4
居

宅
介

護
事

業
所

/
1
病

児
・
病

後
児

保
育

所
/
1
歯

科
技

工
所

•事
業

収
益

1
7
0
億

円
（
2
0
2
4
年

度
）

•稼
働

職
員

数
1
,4

5
8
人

（
常

勤
1
,1

0
3
・
パ

ー
ト
3
5
5
）
。

+
派

遣
稼

働
3
7
.4

人
※

2
0
2
5
年

6
月

度
実

績

•医
師

数
1
6
0
人

（
常

勤
1
2
7
人

、
非

常
勤

3
3
.4

）
※

歯
科

含
む

•共
同

組
織

…
三

多
摩

健
康

友
の

会
2
4
,9

7
1
人

(
2
0
2
5
年

5
月

末
）

(
約

3
万

人
）

八
王

子
・
た

ま
健

康
友

の
会

5
,0

8
1
人

本
題

の
前

に
、

健
生

会
の

概
要
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1
0
自

治
体

に
診

療
所

、
1
8
自

治
体

に
友

の
会

支
部

4

多
摩

地
域

2
6
市

3
町

1
村

約
4
3
0
万

人
〇

病
院

・
診

療
所

あ
る

1
0
自

治
体

〇
友

の
会

支
部

が
あ

る
1
8
自

治
体
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ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
概

要


調
査

目
的

①
2
割

化
導

入
後

の
高

齢
者

の
受

診
や

暮
ら

し
へ

の
影

響
を

明
ら

か
に

す
る

。

②
1
0
月

か
ら

の
配

慮
措

置
終

了
や

今
後

の
負

担
増

に
対

し
て

の
声

を
社

会
に

発
信

す
る

。

③
誰

も
が

安
心

し
て

受
診

し
、
暮

ら
し

て
い

け
る

制
度

改
善

の
運

動
を

進
め

る
契

機
に

す
る

。


調
査

対
象

医
療

費
窓

口
負

担
2
 割

の
7
5
 歳

以
上

の
高

齢
者

。


調

査
期

間
（
2
0
2
5
年

2
月

～
4
月

の
３

ケ
月

間
）

健
生

会
G
の

場
合

、
2
0
2
5
年

4
月

の
1
ヶ

月
間

で
実

施
し

た
。


調

査
方

法
①

全
日

本
民

医
連

で
作

成
し

た
ア

ン
ケ

ー
ト
用

紙
を

使
用

す
る

。

②
4
月

号
「
健

康
の

い
ず

み
」
等

ニ
ュ

ー
ス

配
達

時
に

、
返

信
用

封
筒

と
一

緒
に

約
３

万
枚

配
布

。

③
ま

た
健

生
会

G
の

事
業

所
の

受
診

者
・
利

用
者

に
ア

ン
ケ

ー
ト
用

紙
を

配
布

し
て

回
収

し
た

。
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前
回

調
査

（
2
0
2
2
年

1
2
月

～
2
0
2
3
年

2
月

）の
概

要
（
2
0
2
3
年

4
月

1
8
日

付
｢
民

医
連

新
聞

｣
よ

り
）


患
者
・
利
⽤
者
な
ど
１
万
5,
36
8⼈

が
回

答
。
７
５
歳
以
上
で
か
つ
１
割
か
ら
２
割

負
担
に
な
っ
た
7,
61
5⼈

へ
の
負
担
感
は
、

⾼
齢
者
の
⽣
活
の
苦
し
さ
を
⾊
濃
く
反
映

し
た
も
の
。


２
割
負
担
実
施
前
の
｢と

て
も
重
い
｣｢
重

い
｣あ

わ
せ
て
58
％
が
、
実
施
後
は
81
％

に
激
増
、
｢受

診
で
き
な
く
な
る
」
と
の

声
も
…
。


２
割
化
の
負
担
増
を
⽉
3,
00
0円

以
下
に

抑
え
る
｢配

慮
措
置
｣に

必
要
な
⼿
続
き
を

「
し
て
い
な
い
」
と
回
答
も
4,
15
4⼈

で
、

そ
の
半
数
が
｢⼿

続
き
が
わ
か
ら
な
い
｣と

。
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ア
ン

ケ
ー

ト
の

設
問

81
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自
由

記
載

に
は

、
8
0
8
人

（
6
割

）
か

ら
コ

メ
ン

ト
が

寄
せ

ら
れ

て
い

る
※

別
冊

集
参

照

83



ア
ン

ケ
ー

ト
協

力
者

1
,4

2
1
人

（
3
年

前
の

東
京

1
,2

7
7
人

）

7
5
歳

以
上

で
「
2
倍

化
」

な
っ

た
方

は
4
0
2
人

2
8
％

84



7
5
歳

以
上

で
2
割

に
な

っ
た

人
の

負
担

感

「
2
倍

化
」
で

、
｢
重

い
」
＋

「
と

て
も

重
い

」
の

割
合

4
6
％

⇒
3
3
5
人

/
4
0
2
人

中
・
8
4
％

85



7
5
歳

以
上

で
2
割

に
な

っ
た

人
の

受
診

動
向

「
今

ま
で

通
り

受
診

す
る

」
が

3
2
3
人

で
8
0
％

だ
が

、
「
生

活
を

切
り

詰
め

て
い

る
」
実

態
が

明
ら

か
に

「
水

光
熱

費
」
「
交

際
費

を
削

っ
た

」
「
預

金
を

切
り

崩
し

」
は

3
割

以
上

、
「
食

費
を

削
っ

た
」
「
切

り
詰

め
ら

れ
な

い
」
2
0
％

以
上
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「年
金
だ
け
で
は
生
活
で
き
な
い
」高

齢
者

•
2
0
2
1
 年

、
年

金
の

み
で

暮
ら

し
て

い
る

高
齢

者
は

2
3
.9

%
で

、
2
0
1
9
 

年
の

4
8
.4

%
か

ら
半

減
し

て
お

り
、

年
金

だ
け

で
暮

ら
せ

な
い

実
態

が
浮

か
び

上
が

り
ま

す
（

厚
生

労
働

省
・

2
0
2
1
 

年
国

民
生

活
基

礎
調

査
の

概
況

）
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ふ
え
る
1
人
世
帯

2
0
4
0
年

に
は
1
人
世
帯
が

全
世

帯
の

4
0
％

に

6
5
歳

以
上

の
1
人

世
帯

は
9
0
0
万

世
帯
に

日
本

の
世

帯
数

5
9
7
6
万

世
帯

1
世

帯
平

均
2
.1
1
人

東
京
で
は
既
に
1⼈

世
帯
が
全
世
帯

の
50
%
に
達
し
て
い
る

88



自
由

記
載

【
物

価
高

と
生

活
費

の
圧

迫
】
①


今

の
所

な
ん

と
か

や
っ

て
い

け
ま

す
が

、
具

合
の

悪
い

時
タ

ク
シ

ー
に

乗
る

と
大

分
高

く
な

っ
て

い
て

困
っ

て
い

る
。
お

米
が

好
き

で
す

が
、
値

段
が

２
倍

以
上

に
な

っ
て

、
う

ど
ん

や
パ

ン
に

し
て

み
ま

し
た

が
、
あ

ま
り

好
き

で
は

な
く

て
、

食
へ

の
楽

し
み

が
減

り
ま

し
た

。


ス

ー
パ

ー
に

買
い

物
に

行
く

と
、
一

人
暮

ら
し

な
の

に
一

回
に

5
0
0
0
円

出
て

行
っ

て
し

ま
い

物
の

値
段

が
ず

い
ぶ

ん
高

く
な

っ
て

し
ま

っ
た

事
を

感
じ

ま
す

。
収

入
が

決
ま

っ
て

い
る

の
に

、
支

出
が

多
く

な
っ

て
行

き
、
こ

の
ま

ま
で

は
医

療
の

支
払

い
も

不
安

に
な

り
ま

す
。
負

担
が

重
く

な
る

の
は

困
り

ま
す

。


７

８
歳

の
年

金
受

給
者

で
す

。
医

療
費

や
薬

が
２

倍
の

２
割

負
担

と
な

っ
た

の
で

光
熱

水
費

や
食

費
を

節
約

し
て

き
た

が
、
こ

こ
１

～
２

年
の

円
安

の
影

響
で

輸
入

食
材

に
頼

っ
て

い
る

の
で

、
追

い
打

ち
を

か
け

る
よ

う
な

諸
物

価
の

高
騰

に
悲

鳴
を

あ
げ

て
い

ま
す

。
ま

と
も

に
暮

ら
せ

る
政

治
を

作
り

た
い

。
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自
由

記
載

【
持

病
・
治

療
継

続
の

必
要

性
】
①


心

臓
疾

患
、
胃

膵
臓

疾
患

な
ど

で
受

診
し

多
く

の
薬

を
服

用
し

て
い

る
夫

（
8
8
才

）
は

命
に

関
わ

る
の

で
受

診
を

休
め

ず
1
回

の
受

診
で

1
万

円
弱

掛
か

り
ま

す
。
（
7
0
日

に
1
回

年
2
回

の
検

査
）
1
割

負
担

の
時

は
良

か
っ

た
…

と
時

々
思

い
ま

す
。
医

療
保

険
料

、
介

護
保

険
料

な
ど

高
く

生
活

を
圧

迫
し

て
い

ま
す

。


負

担
が

増
え

て
も

検
診

や
病

気
に

関
す

る
医

療
費

は
避

け
ら

れ
な

い
。
他

の
経

費
を

削
っ

て
も

命
を

守
る

し
か

な
い

。


薬

が
な

い
と

生
活

で
き

な
く

な
る

の
で

、
生

活
費

を
削

っ
て

で
も

受
診

せ
ざ

る
を

得
な

い
。


年

を
重

ね
て

病
気

が
増

え
、
で

も
受

診
・
薬

を
減

ら
せ

ず
夫

婦
二

人
だ

と
生

活
し

て
い

く
の

は
大

変
で

す
。
要

介
護

者
の

世
話

を
し

て
い

く
の

は
大

変
に

な
る

と
思

う
。
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自
由

記
載

【
持

病
・
治

療
継

続
の

必
要

性
】
②


医
療
費
を
削
っ
て
は
、
健
康
で
い
ら
れ
る
か
心
配
な
の
で
、
生

活
が
大
変
で
も
医
療
費
は
削
れ
な
い
。
削
ら
な
い
。
早
期
発

見
・
早
期
治
療
を
し
た
い
の
で
検
診
は
欠
か
さ
な
い
。
ス
ー

パ
ー
で
買
い
物
を
し
て
も
お
金
を
こ
ん
な
に
支
払
う
ほ
ど
、
買

い
物
し
た
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
、
物
価
が
高
い
。


医
療
費
等
、
健
康
に
関
連
す
る
支
出
は
優
先
度
が
高
い
の
で
、

趣
味
や
遊
び
の
費
用
を
削
っ
て
、
そ
れ
で
も
た
り
な
け
れ
ば
食

費
の
見
直
し
と
し
て
、
と
に
か
く
、
今
ま
で
通
り
受
診
で
き
る

よ
う
に
頑
張
る
つ
も
り
で
い
る
。


持
病
が
あ
る
の
で
定
期
的
に
通
院
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

医
療
費
は
負
担
に
感
じ
る
。
物
価
高
が
歯
止
め
な
し
で
ま
す
ま

す
辛
い
。
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激
変

緩
和

の
配

慮
措

置
と

は

手
続

き
し

た
方

は
、
１

か
月

当
た

り
の

負
担

増
加

額
は

最
大

3
,0

0
0
円

と
な

り
、
概

ね
4
ケ

月
を

目
途

に
、
事

前
に

登
録

し
た

口
座

に
後

日
振

り
込

ま
れ

る
制

度
。
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95



自
由

記
載

【
物

価
高

と
生

活
費

の
圧

迫
】
②


毎

日
朝

・
夜

血
圧

、
体

重
、
体

温
、
体

脂
肪

等
測

定
、
甘

い
も

の
を

我
慢

、
油

も
の

我
慢

、
白

飯
の

量
が

ま
ん

、
外

食
ガ

マ
ン

、
ジ

ュ
ー

ス
も

ガ
マ

ン
、
歩

い
て

、
遠

い
と

こ
ろ

へ
お

使
い

に
。
ネ

ッ
ト
シ

ョ
ッ

ピ
ン

グ
も

あ
き

ら
め

、
リ

ュ
ッ

ク
を

背
負

っ
て

重
い

も
の

も
持

ち
帰

り
ま

す
。
も

う
そ

れ
し

か
な

い
。
「
健

康
で

文
化

的
生

活
」
は

ど
こ

の
国

の
話

？


基

礎
疾

患
が

あ
り

、
毎

月
２

０
万

円
以

上
の

医
療

費
が

か
か

り
確

定
申

告
し

て
い

る
。
生

活
費

は
か

な
り

切
り

詰
め

て
い

る
が

、
６

０
才

を
越

え
、
給

料
も

毎
月

５
万

以
上

下
が

り
、
実

質
生

活
費

１
０

万
円

さ
が

っ
て

い
る

の
と

同
様

の
状

況
。
こ

れ
か

ら
親

を
扶

養
し

た
い

の
に

で
き

な
い

し
、
副

業
を

始
め

な
い

と
収

入
の

増
額

も
な

く
、
夏

場
の

ク
ー

ラ
ー

代
、
夜

間
ス

ー
パ

ー
の

割
引

品
買

い
出

し
な

ど
で

も
耐

え
ら

れ
な

い
。
収

入
ア

ッ
プ

、
支

出
削

減
の

秘
策

は
あ

る
の

か
？

日
本

ど
う

な
る

。
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自
由

記
載

欄
【
医

療
費

の
負

担
に

対
す

る
不

安
・
苦

し
み

】
①


定
年
後
、
再
規
雇
用
で
働
い
て
い
て
給
料
は
60

％
に
減
額
,再

雇
用
も

70
歳
で
終
了
し
、
年
金
生
活
と
な
り
ま
す
。
近
年
の
高
物
価
の
中
で
の

生
活
の
大
変
さ
と
現
在
抱
え
て
い
る
病
気
も
含
め
た
老
後
の
不
安
を
考

え
る

と
75

歳
に
な
っ
て
更
に
2割

か
ら
3割

へ
の
負
担
は
考
え
ら
れ
ま
せ

ん
。

む
し

ろ
1割

へ
－
無
料
へ
戻
し
て
欲
し
い
。
戦
争
の
準
備
の
大
戦

推
進
の
政
治
で
は
な
く
平
和
憲
法
の
下
で
の
誰
も
が
安
心
し
て
生
活
で

き
る
政
治
を
求
め
ま
す
。
75

歳
以
上
の
医
療
費
窓
口
3割

負
担
方
針
は

即
撤
回
す
べ
き
で
す
！
！


肺

が
ん

ス
テ

ー
ジ

３
と

認
知

症
の

主
人

の
介

護
を

し
て

い
ま

す
。
私

も
目

と
歯

の
治

療
と

、
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

高
値

か
ら

３
ヶ

月
に

１
回

血
液

検
査

を
行

っ
て

い
ま

す
。
こ

れ
以

上
医

療
費

が
高

く
な

っ
た

ら
生

活
で

き
ま

せ
ん
。
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自
由

記
載

【
医

療
費

の
負

担
に

対
す

る
不

安
・
苦

し
み

】
②


若

い
こ

ろ
、
本

人
は

ゼ
ロ

。
家

族
の

み
負

担
か

ら
始

ま
り

、
健

康
保

険
→

国
保

→
高

齢
者

と
長

い
期

間
２

割
負

担
し

て
き

ま
し

た
。
こ

れ
か

ら
３

割
は

信
じ

ら
れ

な
い

。
慢

性
疾

患
（
糖

尿
病

）
が

あ
る

為
や

め
ら

れ
な

い
。
肺

が
ん

ス
テ

ー
ジ

３
と

認
知

症
の

主
人

の
介

護
を

し
て

い
ま

す
。
私

も
目

と
歯

の
治

療
と

、
コ

レ
ス

テ
ロ

ー
ル

高
値

か
ら

３
ヶ

月
に

１
回

血
液

検
査

を
行

っ
て

い
ま

す
。

こ
れ

以
上

医
療

費
が

高
く

な
っ

た
ら

生
活

で
き

ま
せ

ん
。


以

前
は

、
老

人
医

療
費

無
料

の
時

代
も

あ
っ

た
の

で
、
高

齢
者

に
な

れ
ば

あ
り

が
た

い
と

、
思

っ
て

い
た

の
に

、
更

に
医

療
費

が
２

割
、
３

割
負

担
に

な
っ

た
ら

ど
う

し
よ

う
か

と
途

方
に

く
れ

ま
す

。
病

気
に

な
っ

た
ら

治
療

せ
ず

に
、
死

を
待

つ
こ

と
に

な
る

で
し

ょ
か

。
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自
由

記
載

【
受

診
行

動
の

変
化

】
①


女

性
が

1
人

で
自

分
の

年
金

だ
け

で
暮

ら
す

の
は

、
と

て
も

大
変

で
す

。
ま

だ
病

気
が

な
い

の
で

医
療

費
が

余
り

か
か

り
ま

せ
ん

が
2
割

負
担

に
な

っ
た

ら
病

院
に

行
く

の
を

ひ
か

え
ま

す
。


私

は
遺

族
年

期
受

給
者

で
、

一
割

負
担

で
す

。
と

て
も

あ
り

が
た

い
で

す
。

も
し

２
割

負
担

以
上

に
な

っ
た

ら
今

ま
で

の
よ

う
に

は
受

診
で

き
ま

せ
ん

。


現

在
療

養
中

の
も

の
は

継
続

す
る

が
症

状
が

新
し

く
出

た
場

合
受

診
す

る
こ

と
を

控
え

る
。

よ
ほ

ど
苦

痛
や

障
害

が
な

け
れ

ば
受

診
し

な
い

…
と

思
う

。


先

日
、

も
の

忘
れ

外
来

で
、

Ｍ
Ｒ

Ｉの
検

査
を

受
け

ま
し

た
。

そ
の

代
金

が
¥
1
8
0
0
0
-
。

そ
れ

を
聞

い
た

と
た

ん
、

び
っ

く
り

し
ま

し
た

。
M

R
I検

査
っ

て
、

そ
ん

な
に

高
い

の
！

？
こ

れ
か

ら
、

代
金

を
聞

い
て

か
ら

検
査

や
受

診
を

決
め

る
よ

う
で

す
ね

。


医

旅
費

が
か

か
る

と
思

う
と

受
診

を
躊

躇
し

て
し

ま
う

。
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自
由

記
載

【
受

診
行

動
の

変
化

】
②


現

在
１

割
負

担
な

の
で

あ
ま

り
料

金
を

気
に

せ
ず

必
要

な
医

療
、
介

護
サ

ー
ビ

ス
等

を
受

け
る

事
が

出
来

て
助

か
っ

て
い

ま
す

が
、
も

し
２

割
負

担
に

な
る

よ
う

な
ら

、
毎

月
の

出
費

が
結

構
増

え
て

し
ま

う
の

で
、
削

れ
る

サ
ー

ビ
ス

を
検

討
す

る
事

に
な

る
と

思
い

ま
す

。


医

療
も

物
価

も
上

が
り

年
金

で
は

生
活

で
き

ず
、
貯

蓄
を

切
り

崩
す

生
活

で
す

。
病

院
に

は
で

き
る

だ
け

行
か

ず
健

康
や

け
が

に
は

充
分

気
を

つ
け

る
こ

と
、

と
節

約
（
食

費
、
被

服
費

、
娯

楽
費

）
を

必
死

で
考

え
て

や
っ

て
い

ま
す

。
あ

と
何

年
続

く
か

そ
の

後
は

ど
う

な
る

か
不

安
ば

か
り

で
す

が
…

。


1
割

負
担

か
ら

２
割

に
な

っ
た

時
は

戸
惑

い
ま

し
た

。
受

診
回

数
を

減
ら

し
て

も
薬

代
は

高
く

な
り

、
悩

み
ま

し
た

し
、
病

院
を

変
え

よ
う

と
思

っ
た

。
２

割
か

ら
３

割
に

な
っ

た
ら

、
病

院
を

選
び

１
つ

～
２

つ
に

減
ら

す
つ

も
り

で
す

。
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自
由

記
載

【
制

度
や

政
治

へ
の

不
満

・
要

望
】
①


「
欲

し
が

り
ま

せ
ん

、
勝

つ
ま

で
は

」
戦

中
の

こ
と

が
ま

た
繰

り
返

さ
れ

る
の

で
は

な
い

か
と

不
安

。
「
老

い
を

生
き

る
」
た

め
の

支
え

こ
そ

、
政

治
が

全
力

を
あ

げ
る

べ
き

で
あ

る
。
大

軍
拡

予
算

な
ど

ご
免

。
い

の
ち

、
く

ら
し

の
安

全
保

障
こ

そ
、
９

４
才

の
私

に
と

っ
て

必
要

だ
。
３

割
負

担
な

ど
考

え
た

だ
け

で
ゾ

ッ
と

す
る

。
現

在
、
定

期
的

に
３

つ
の

病
院

で
お

世
話

に
な

っ
て

い
る

。


社

会
保

障
・
教

育
予

算
を

減
少

し
て

軍
事

費
を

拡
大

し
て

い
る

自
公

政
府

に
怒

り
を

感
じ

ま
す

。
2
0
年

７
月

1
4
日

私
の

父
は

バ
ラ

島
で

戦
死

し
、
私

た
ち

家
族

は
大

変
苦

労
し

ま
し

た
。
再

び
戦

争
が

起
こ

り
そ

う
に

感
じ

て
不

安
を

感
じ

て
い

ま
す

。
絶

対
戦

争
は

起
こ

さ
せ

て
は

な
り

ま
せ

ん
。
イ

ス
ラ

エ
ル

の
ガ

ザ
へ

の
攻

撃
は

許
せ

ま
せ

ん
。


妊

娠
出

産
費

用
を

医
療

費
に

し
て

欲
し

い
。
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自
由

記
載

【
制

度
や

政
治

へ
の

不
満

・
要

望
】
②


ひ

ど
い

世
の

中
で

す
。
若

い
と

き
か

ら
よ

り
よ

い
社

会
に

と
が

ん
ば

っ
て

き
た

の
に

老
い

て
か

ら
こ

ん
な

苦
し

み
は

情
け

な
い

で
す

ね
。
私

が
母

に
な

に
よ

り
の

親
孝

行
を

し
た

と
い

う
思

い
出

は
「
老

人
医

療
無

料
化

」
を

勝
ち

取
っ

た
時

で
し

た
母

が
膝

に
水

が
た

た
ま

る
の

に
治

療
費

が
出

せ
な

い
と

受
診

を
控

え
て

い
た

の
に

「
こ

れ
で

病
院

に
行

け
る

」
と

よ
ろ

こ
ん

で
い

ま
し

た
。


８

０
を

す
ぎ

て
ま

す
ま

す
お

医
者

さ
ん

に
か

か
る

、
お

世
話

に
な

る
こ

と
が

増
え

ま
し

た
。
日

本
の

全
国

民
の

健
康

医
療

保
険

制
度

（
？

）
は

と
て

も
有

難
い

。
他

国
に

類
の

な
い

制
度

の
よ

う
に

思
っ

て
、
こ

の
制

度
が

適
切

に
運

用
さ

れ
る

こ
と

を
望

ん
で

お
り

ま
す

。
そ

の
こ

と
の

た
め

に
高

齢
で

あ
る

私
は

、
若

い
人

の
た

め
に

、
あ

る
い

は
自

分
の

愛
す

る
こ

の
国

全
体

の
為

に
自

分
の

負
担

が
多

少
増

え
る

こ
と

は
覚

悟
し

て
気

持
ち

よ
く

負
担

し
て

ま
い

り
ま

す
。
そ

し
て

受
診

も
適

度
に

ひ
か

え
て

い
く

予
定

で
す

。
ア

ン
ケ

ー
ト
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

し
た

。
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7
5
歳

医
療

費
負

担
ア

ン
ケ

ー
ト
の

ま
と

め
①

①
3
年

前
（
コ

ロ
ナ

禍
）
の

第
一

弾
ア

ン
ケ

ー
ト
結

果
報

告
で

示
さ

れ
た

「
不

安
」
が

現
実

の
も

の
と

な
っ

て
い

る
。
「
2
割

（
2
倍

」
に

な
っ

た
こ

と
に

よ
り

、
「
と

て
も

重
い

」
と

「
重

い
」
を

合
わ

せ
た

割
合

は
4
6
％

か
ら

８
４

％
へ

急
増

し
て

い
る

。
「
と

て
も

重
い

」
が

2
5
ポ

イ
ン

ト
、
「
重

い
」
が

2
3
％

そ
れ

ぞ
れ

増
加

し
た

。

②
２

倍
化

さ
れ

た
4
0
2
人

の
う

ち
、
「
今

ま
で

通
り

受
診

す
る

」
が

3
2
3
人

で
8
0
％

だ
が

、
「
生

活
を

切
り

詰
め

て
い

る
」
実

態
が

明
ら

か
に

…
…

…
。

「
水

光
熱

費
」
「
交

際
費

を
削

っ
た

」
「
預

金
を

切
り

崩
し

」
は

3
割

以
上

、
「
食

費
を

削
っ

た
」
「
こ

れ
以

上
は

切
り

詰
め

ら
れ

な
い

」
は

2
0
％

以
上

と
な

っ
て

お
り

、
「
受

診
を

た
め

ら
う

」
1
8
％

と
、
窓

口
負

担
が

限
界

に
達

し
て

い
る

。
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7
5
歳

医
療

費
負

担
ア

ン
ケ

ー
ト
の

ま
と

め
②

①
こ

の
間

の
物

価
高

騰
や

消
費

税
増

税
が

生
活

を
圧

迫
し

、
現

時
点

で
「
今

ま
で

通
り

受
診

す
る

」
が

3
2
3
人

だ
が

、
１

０
月

か
ら

の
「
完

全
２

割
化

」
で

２
４

６
人

･
6
1
％

へ
、
3
割

負
担

に
な

れ
ば

、
１

２
２

人
・
3
0
％

に
激

減
す

る
。

②
「
配

慮
措

置
」
へ

の
「
申

請
し

な
か

っ
た

」
が

5
0
％

と
半

数
に

達
し

て
い

る
。

「
申

請
し

た
」
が

わ
ず

か
2
8
％

で
、
「
分

か
ら

な
か

っ
た

」
2
7
％

で
あ

り
、
制

度
の

複
雑

さ
が

明
ら

か
に

な
っ

て
い

る
。
「
情

報
格

差
」
も

課
題

で
あ

り
、

誰
も

が
利

用
出

来
る

よ
う

な
対

策
が

必
要

。

③
自

由
記

載
に

あ
る

よ
う

に
、
「
命

に
関

わ
る

の
で

、
他

を
節

約
し

て
受

診
し

て
い

る
」
「
受

診
、
薬

を
減

ら
す

こ
と

は
出

来
な

い
。
生

活
費

を
削

る
し

か
な

い
」
と

生
活

を
犠

牲
に

し
な

が
ら

負
担

に
耐

え
て

い
る

高
齢

者
の

実
態

が
明

ら
か

。
高

齢
者

の
い

の
ち

・
健

康
・
人

権
を

守
る

た
め

に
も

、
窓

口
負

担
の

引
き

下
げ

が
求

め
ら

れ
て

い
る

。
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＜75 歳以上医療費窓口負担（2 割化実施後）アンケート（第２弾）＞ 

都道府県（東京）スマートフォンからQRコードを読み取りお答えいただけます⇒。 

１．あなたの年齢（２０２５年１月１日現在）で当てはまる方に☑チェックして下さい。 

□75 歳以上 □74 歳以下 

２．あなたの医療費の負担割合で、当てはまるものに☑チェックして下さい。 

□1 割 □2 割 □3 割 □その他 

３．2022 年 10 月以前の医療費の負担感について、当てはまるものに☑をしてください。 

□とても重い □重い □普通 □軽い □とても軽い 

４．あなたは、2022 年 10 月から窓口負担が 1 割から 2 割に増えましたか？ 

□はい □いいえ→  ※１０を記載して終了です。 

５．医療費が 2 割になってからの負担感について、当てはまるものに☑チェックして下さい。 

□とても重い □重い □普通 □軽い □とても軽い 

６．医療費が増えたことで、当てはまるもの全てに☑チェックして下さい。（複数回答可） 

□➀今まで通り受診している □➁受診をためらうよう なった 

□③受診回数・薬を減らした □④介護費用を削った 

□⑤健診・検診をやめた □⑥食費を削った 

□⑦水光熱費を節約している □⑧交際費を削った 

□⑨趣味をあきらめた □⑩預金を切り崩している 

□⑪生命保険を解約した □⑫これ以上、切りつめられない 

□⑬家族 支援してもらった □⑭このままでは受診できなくなる 

７．３年間の配慮措置（激変緩和）として、医療費が３千円以上増加しない措置がとられました。 

２つ以上の医療機関や薬局を利用する場合、高額療養費の手続きが必要でした。高額

療養費の手続き ついて当てはまるものに☑チェックして下さい。（複数回答可） 

□⑮手続きしなかった □⑯手続きした 

□⑰手続きの仕方が分からなかった □⑱手続きが複雑で戸惑った 

８．２０２５年９月末で配慮措置が終了し、完全 2 割負担となります。 

当てはまりそうなものに☑チェックして下さい。（複数回答可） 

□⑲いままで通り受診できると思う □⑳受診できなくなるかもしれない 

□㉑受診回数・薬を減らすと思う □㉒受診できなくなると思う 

９．政府は、７５歳以上の医療費窓口３割負担 なる対象者をひろげようとしています。もし、

あなたが３割負担 なるとしたら、当てはまるもの☑チェックして下さい。（複数回答可） 

□㉓いままで通り受診できると思う □㉔受診できなくなるかもしれない 

□㉕受診回数・薬を減らすと思う □㉖受診できなくなると思う 

１０．医療費や暮らし向き ついて自由にお書きください。 

 
以上です。ご協力ありがとうございました。 

105



全
国

保
険
医
団
体
連
合
会

第
5
4
回
夏

季
セ
ミ
ナ
ー

「
患
者
の
声
か
ら
考
え
る

医
療
ア
ク
セ
ス
の
課
題
と
改
善
策
」

報
告
資
料

20
25

年
8月

3日
（
日

）
13

:0
0～

15
:3

0
都

市
セ
ン
タ
ー
ホ
テ
ル

諸
富

徹
(京

都
大
学
公
共
政
策
大
学
院
・
教
授

)
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社
会
保
障
の

財
源

調
達
シ
ス
テ
ム
を

ど
う
変
革
す
べ
き
か

～
子
育
て
支
援
政
策
を
中
心
に
～

2
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財
源

を
社

会
保
険
の
仕
組
み

で
調

達
す
る

メ
リ
ッ
ト
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社
会

保
障

財
源

の
あ
り
方

～
税
か
社
会
保
険
料
か
～
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社
会

保
険

料
の

課
題

•
逆
進
性

•
未

納
・
滞

納
問

題

•
正
規
／
非
正

規
の

格
差

•
社

会
保

険
の

さ
ら
な
る
適

用
拡

大
は

可
能

か
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現
役

世
代

は
ど
こ
ま
で
負

担
可

能
か
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社
会
保
険
料
に
金
融
資
産
を
加
味
？

～
社
会
保
障
改
革
の
工
程
素
案
～

•
内
閣
官
房

(2
02

3)
，
「
全
世
代
型
社
会
保
障
構
築
を
目
指
す
改
革
の

道
筋
（
改
革
工
程
）
に
つ
い
て
」
全
世
代
型
社
会
保
障
構
築
会
議

20
23

年
12

月
22

日
．

◆
医
療
・
介
護
保
険
に
お
け
る
金
融
資
産
等
の
取
扱
い

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
導
入
等
の
金
融
資
産
の
把
握
に
向
け
た
取
組
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
資
産
運
用
立
国
に

向
け
た
取
組
や
国
民
の
安
定
的
な
金
融
資
産
形
成
の
促
進
な
ど
に
も
配
慮
し
な
が
ら
、
医
療
・
介
護
保
険
に

お
け
る
負
担
へ
の
金
融
資
産
等
の
保
有
状
況
の
反
映
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
介
護
保
険
の
補
足

給
付
の
仕
組
み
が
あ
る
と
こ
ろ
、
医
療
保
険
で
は
、
保
険
給
付
と
補
足
給
付
の
仕
組
み
の
差
異
や
、
加
入
者

数
が
多
く
保
険
者
等
の
事
務
負
担
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
検
討
を
行
う
。

◆
医
療
・
介
護
の
３
割
負
担
（
現
役
並
み
所
得
）
の
適
切
な
判
断
基
準
設

定
等

年
齢
に
関
わ
り
な
く
、
能
力
に
応
じ
て
支
え
合
う
と
い
う
観
点
か
ら
、
医
療
に
お
け
る
「
現
役
並
み
所
得
」
の
判

断
基
準
の
見
直
し
等
に
つ
い
て
、
検
討
を
行
う
。
「
現
役
並
み
所
得
」
の
判
断
基
準
や
基
準
額
の
見
直
し
に
あ

た
っ
て
は
、
現
役
世
代
の
負
担
が
増
加
す
る
こ
と
や
、

20
22

年
10

月
に
施
行
さ
れ
た
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
お
け
る
窓
口
負
担
割
合
の
見
直
し
（
一
定
以
上
所
得
の
あ
る
者
へ
の
２
割
負
担
の
導
入
）
の
施
行
の
状
況

等
に
留
意
す
る
。
・
介
護
に
お
け
る
「
現
役
並
み
所
得
」
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
は
、
医
療
保
険
制
度
と
の
整

合
性
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
は
長
期
間
利
用
さ
れ
る
こ
と
等
の
利
用
者
へ
の
影
響
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
引
き
続
き
検

討
を
行
う
。
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厚
生
労

働
省

の
慎

重
姿
勢

•
金

融
資

産
を
考

慮
す
る
に
は

、
金

融
資

産
の

個
人

情
報

把
握

が
前

提
条

件
。
し
か

し
・
・
・

(1
)預

貯
金

口
座

に
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
が

付
番

さ
れ

て
い
な
い
た
め
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
効

率
的

に
口

座
情

報
を
取

得
す
る
こ
と
が

で
き
な
い

(2
)自

治
体

か
ら
金

融
機

関
に
口

座
情

報
を
一

括
で
照

会
す
る
方

法
が

な
い

•
本

人
の

申
請

に
基

づ
い
て
介

護
保

険
の

「
補

足
給

付
」
で

実
施

さ
れ

て
い
る
金

融
資

産
の

把
握

は
・
・
・

(1
)市

町
村

が
銀

行
本

店
に
郵

送
で
口

座
情

報
の

照
会

(2
)そ

れ
を
受

け
て
当

該
銀

行
本

店
が

、
国

内
店

舗
網

に
お
け
る
申

請
者

本
人

の
口

座
情
報
の
調
査
を
行

う
(3

)そ
の

結
果

を
市

町
村

に
郵

送
で
回

答

•
膨
大
な
人
手

と
時

間
が

か
か

る
状
況
に
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金
融

資
産

の
「
加

味
」
の

仕
方

１
）
一
定
以
上
の
資
産
を
保
有
す
る
高
齢
者
に
つ
い
て
、
医
療
・

介
護

の
社

会
保
険
料
の
利
用
者
負
担

(自
己
負

担
)を

現
在

の
1割

か
ら

2割
や

3割
に
引
き
上
げ

２
）
一
定
以
上
の
資
産
を
保
有
す
る
高
齢
者
に
つ
い
て
、
年
金
、
医

療
・
介
護
の
社
会
保
険
料
の
料
率
を
引
き
上
げ
。
た
だ
し
、
既
存

の
社
会
保
険
料
の
枠
内
で
改
革
す
る
た
め
、
保
険
料
負
担
の
下
限

と
上
限
は
現
行
制
度
の
通
り
と
す
る

３
）
賃
金
ベ
ー
ス
に
報
酬
比
例
で
課
さ
れ
る
社
会
保
険
料
は
現
行
制

度
を
維
持
す
る
。
そ
れ
と
は
別
に
、
新
税
と
し
て
金
融
資
産
や
金
融

所
得

(利
子
・
配
当
・
賃
貸
料
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
な
ど

)へ
の

上
乗

せ
課
税
を
導
入
し
、
そ
の
追
加
税
収
分
を
公
費
と
し
て
社
会
保
障
財

源
に
充

て
る
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医
療
の
財

源
を
ど
う
調

達
す
べ
き
か
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フ
ラ
ン
ス
の

一
般

社
会

拠
出
金

(C
SG

)
•
フ
ラ
ン
ス
は

19
91

年
に
、
「
一

般
社

会
拠

出
金

(C
SG

: 
Co

nt
rib

ut
io

n 
So

ci
al

e
G

én
ér

al
isé

e)
と
い
う
名
の
社
会

保
障
目
的
税
を
導
入

•
目

的
税

と
し
て
設

計
さ
れ

た
理

由
(1

)一
般

財
源

と
し
て
導

入
す
る
と
、
予

算
化

の
プ
ロ
セ
ス
で
他

の
費

目
と
競

合
し
、
必

ず
し
も
社

会
保

障
の

た
め
の

安
定

財
源

と
し
て
機

能
し
な
い

(2
)目

的
税

と
す
る
こ
と
で
使

途
が

明
確

に
な
り
、
納

税
者

に
受

け
入

れ
ら
れ

や
す
く
な

る

•
CS

G
の

課
税

ベ
ー
ス
は

次
の

と
お
り

(1
)稼

働
所
得

(賃
金
な
ど

)お
よ
び
代

替
所

得
(年

金
な
ど

)
(2

)資
産
所
得

(3
)投

資
益

(1
99

7年
か

ら
)

(4
)く
じ
・
カ
ジ
ノ
で
の
獲
得
金
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122



フ
ラ
ン
ス
の

租
税

構
造

の
推
移
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米
投

資
純

利
益
税

•
賃
金
税
／
メ
デ
ィ
ケ
ア
税
と
は
異
な
っ
て
、
投
資
純
利
益
税
は
資
産
性

所
得

に
負

担
を
課

す
•

課
税
の
対
象
と
な
る
の
は
、
下
記

1)
か

2)
の
い
ず
れ
か
小
さ
い
方
の

金
額
と
な
る

１
）
投

資
純

利
益

２
）
所
得
を
合
算
し
た
修
正
後
調
整
総
所
得
の
う
ち
一
定
額
超
過
部
分
の
金
額

➤
夫
婦
合
算
申
告
者
ま
た
は
未
亡
人
：
＄

25
0,

00
0

➤
夫

婦
個

別
申

告
：
＄

12
5,

00
0

➤
そ
の

他
の

申
告

資
格

：
＄

20
0,

00
0

•
投

資
純

利
益

の
中

身
は

、
下

記
を

1)
～

3)
の

合
計

金
額

か
ら
、
所

定
の
所
得
控
除
項
目
を
差
し
引
く
こ
と
で
計
算
さ
れ
る

１
）
利

子
・
配

当
・
年

金
・
使
用
料
・
賃
貸
料
な
ど

(た
だ
し
、
通
常
の
営
業
も
し
く
は
事
業
の
過
程
か
ら
稼
得
さ

れ
た
所
得
を
除
く

)か
ら
の

総
所

得
２
）
消
極
的
活
動
ま
た
は
金
融
商
品
も
し
く
は
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
取
引
の
営
業
も
し
く
は
事
業
か
ら
の
総
所
得

３
）
事
業
用
資
産
を
除
く
財
産
の
売
却
処
分
に
起
因
す
る
課
税
所
得
計
算
に
算
入
さ
れ
た
純
利
得
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日
本
の
ミ
ニ
マ
ム
税

(極
め
て
高
い
水
準
の
所
得
に
対
す
る
負
担
の
適
正
化
措
置

)

•
ま
ず
、
稼

得
所

得
が

一
定

額
を
超

え
る
者

に
つ
い
て
、

次
の

2種
類

の
税

額
を
計

算
す
る
。

【
1】

通
常
の
計
算
を
行
っ
て
算
出
さ
れ
た
所
得
税
の
税
額

(①
)

【
2】

こ
れ

以
下

で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
ミ
ニ
マ
ム
の

税
額

(②
)

•
次

に
、
①

と
②

を
比

較
し
て
前

者
が

後
者

を
下

回
る
場

合
、
②
か
ら
①
を
差
し
引
い
た
差
額
分
の
申
告
納
税
を

求
め
る

•
結
果
的
に
、
納
税
額
が
ミ
ニ
マ
ム
税
額
を
下
回
る
こ
と

は
な
い
と
い
う
意

味
で
「
ミ
ニ
マ
ム
税

」
と
呼

ば
れ

る
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社
会
保
障
財
源
の
「
応
能
化
」
は
税
制
の

再
分

配
機

能
を
強

化
す
る

•
米

仏
両

国
と
も
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、

10
0年

以
上
の
時
間
を
か
け

て
課
税
後
の
所
得
で
み
た
格
差
を
縮
小
さ
せ
て
き
た

•
19

83
年
以
降
は
格
差
縮
小
傾
向
が
反
転
し
、
両
国
と
も
拡
大
傾
向

に
入

っ
て
い
る
。

•
そ
の
最
大
要
因
は
両
国
と
も
、

19
83

年
以
降
の
課
税
前
不
平
等
の

拡
大

に
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

•
こ
う
し
た
格
差
拡
大
の
ト
レ
ン
ド
に
対
し
て
税
／
所
得
移
転
は
そ
れ

を
完
全
に
相
殺
で
き
な
い
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
あ
る
程
度
、
そ

の
抑

止
に
寄

与
で
き
て
い
る

•
フ
ラ
ン
ス
は
社
会
保
障
財
源
の
「
応
能
化
」
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
で
、

市
場
経
済
に
格
差
是
正
装
置
を
埋
め
込
む
こ
と
に
成
功

し
、
そ
れ

が
作
動
し
た
こ
と
で
極
端
な
格
差
拡
大
を
抑
え
る
こ
と
に
成
功
し
え

た
と
評
価
で
き
る
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税
と
社
会
保
障

少
子

化
対

策
の

財
源

は
ど
う
あ
る
べ

き
か

平
凡
社
新
書

20
24

年
7月

刊

は
じ
め
に
―
福
祉
国
家
の
財
源
を
ど
う
調
達
す
る
か

第
1章

変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
「
日
本
型
福
祉
国
家
」

―
少
子
化
・
人
口
減
少
が
迫
る
変
化

第
2章

社
会

保
障

シ
ス
テ
ム
と
そ
の

費
用

負
担

―
社
会
保
険
料
と
租
税
の
混
合
シ
ス
テ
ム

第
3章

財
源
を
調
達
す
る
シ
ス
テ
ム
を
変
え
る
に
は

―
子
育
て
支
援

政
策
を
中
心
に

第
4章

日
本
型
福

祉
国
家
を
超
え
て

―
社
会
保
障
財
源
を
ど
う
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